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Ⅰ 

アジアの歴史と近代 (5)

河合文化教育研究所・北京大学歴史学系 
第５回共同学術討論会（2006年８月）

はじめに

　第５回河合文化教育研究所北京大学歴史学系共同学術討論会「アジアの歴史と近代 (5)」は，

2006年８月26日㈯に京大会館において開催された。京都での開催は３回目という事で，トラ

ブルもなく順調に会議は進んでいったように思われる。総括討論も含めてほぼ10時間近くに

わたった発表と討論は，体力的にはかなりしんどいものであったが，内容的にみれば緊張の持

続した「時間」であったといってよいだろう。ここでは質疑応答の内容をお伝えすることがで

きないが，中国側も日本側も双方とも儀礼的ではない「本音」で討論を，という姿勢が貫かれ

ていたように思われる。勿論，通訳を通しての討論というもののもどかしさは相変わらずあ

り，もう一歩踏み込んだ議論をというところで時間切れということもしばしば見うけられた

が，それでも「アジアの歴史と近代」という大テーマに向き合っていく共通の基盤なるものが

少しずつではあれ築かれはじめたように思われる。これも五年目という持続が生みだした成果

というべきだろう。

　2008年には北京でオリンピックが開催される。それと重なりながら中国は今驚異的な経済

成長を達成しつつあり，現代中国はまさしく急激な変貌を遂げつつあるといってよいだろう。

それをどう評価するかは別として，この変貌に私たちは否応なく向き合っていかなければなら

ない。高度経済成長からバブルがはじけて長期的な停滞を経験しつつある日本社会の軌跡を中

国もまたたどることになるのか，それとも全く異なった方向に突き進んでいくのか，また，そ

れに伴って「政冷経熱」と表現される日本と中国の関係はどのような方向に向かい行くのか，

さらにはそうした変化の深層にどのような大きな歴史の流れを認めるべきなのか，そしてその

大きな歴史の流れの中で「アジア」という地域或いは文化概念はどのような意味を持つのだろ
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うか等々，こうした様々な問題が，私たちの前に投げ出されているのである。こうした課題

は，私たちの今まで掲げてきた「アジアの歴史と近代」というテーマと直接交錯する。こうし

た意味でも真摯な「本音」での交流が求められているのである。

　私たちの個々の討論のテーマだけを見れば，現在的な課題は直接には浮かび上がってはこな

いだろうが，その語り口やテーマの扱い方の中に色濃く「現在」が顔をのぞかせているように

思われる。ここに浮かび上がっている「現在」は，勿論「靖国参拝」や「反日」というような

表層に現れる政治的な問題などではない。もうすこし奥深い「近代」の「極相」に関わる問題

であり，中国風には「現代化」の「極相」と言い換えてもよいだろうし，少し古い言い方をす

れば「近代の超克」に関わる問題と言ってもよいだろう。日本と中国との間に共通する「アジ

ア」なる枠組みを設定できるかどうかは未明ではあるが，「近代・現代」の「極相」を「アジ

ア」はどう生き延びるのであろうか，どのような変移を経過しなければならないのか，論者た

ちはこうした「現在」を抱えつつ，やけどをしない程度にはこの熱い「現在」に何とか触れよ

うとしているように思われる。

　以下，共同学術討論会の発表内容の概略を示しておく。北京大学側の発表については翻訳文

を掲載するが，紙面の都合上原文の中国文は割愛させて頂く。
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第５回共同討論会　実施プログラム

◎ 研究発表および討論　（総合司会：河合文化教育研究所研究員　金　貞 義）

Ⅰ　（司会：河合文化教育研究所研究員　八箇 亮仁）

○漢の文帝劉恒の出身 
　　北京大学助教授 蒋　 非　非 
　　　・コメンテーター：河合文化教育研究所主任研究員・京都大学名誉教授 谷 川 道 雄

○唐代進士及第者の仲間意識 
　　河合文化教育研究所研究員 杉 井 一 臣 
　　　・コメンテーター：北京大学教授 王　 小　甫

○拝火教と突厥の盛衰 
　　王　 小　甫 
　　　・コメンテーター：河合文化教育研究所研究員 河 上 　洋

Ⅱ　（司会：北京大学教授　徐　　勇）

○城下町から近代都市への転化 ──名古屋の場合── 
　　河合文化教育研究所研究員 小 林 賢 治 
　　　・コメンテーター：北京大学教授 宋 　成　有

○朱子学と近世中日韓三国の政治文化 
　　宋　 成　有 
　　　・コメンテーター：八 箇 亮 仁

○日本の歴史教科書における朝鮮史の記述 ──扶桑社版を中心として── 
　　河合文化教育研究所研究員　金 　瑛　二 
　　　・コメンテーター：蒋　 非　非

Ⅲ　（司会：河 上　洋）

○日中「軍閥」現象およびその解釈の比較研究 
　　徐　　勇 
　　　・コメンテーター：小 林 賢 治

○現代日本における中国観 ──現代日本人の中の「中国」イメージについて── 
　　河合文化教育研究所研究員 山 田 伸 吾 
　　　・コメンテーター：徐　　勇

◎ 総括討論　（司会：河 上　洋）

宋　 成　有 ・ 谷 川 道 雄



7─　　─

漢の文帝劉恒の出身

蒋　　　非　非
（李　済滄 訳）

　漢の文帝劉恒の封建帝王としての誉れの高さは，中国史上その右に出るものはないと言って

よい。文帝とその子景帝の統治時代は，後世の史家によって「文景の治」とたたえられ，とく

に史書の記載に見られる，文帝の寛厚節倹なること，賢人を任用し諫言を納れたことは，後世

つねに臣下がその時の君主を諫める時の模範例となっている。20世紀50年代以来の近代的歴

史研究では，「文景の治」に対する評価は，異なる見方がはげしくぶつかって議論の焦点と

なった。ある人はこれを，漢王朝を代表とする地主階級の人民に対する「譲歩政策」とみな

し，ある人はそれを同じく地主階級の人民に対する「反攻倒算」（収奪の復活行為）と考えて

攻撃する。

　多年にわたる「思想解放」の下での討論を経て，今これを回顧し，先学たちの研究成果を子

細に問い直してみると，私たちは，この問題が主流をなすイデオロギーによる熱い論争の理念

に蔽われて，なお大きな検討の余地を残していることを発見する。その一，文帝は所謂「封建

社会前期の地主階級全体を代表する者」として階級的属性を具えているが階級的属性の他に，

「この一人の人間」として独特な個体的属性を具えている。この個体的属性はその生涯の統治

行為のなかでどの程度，どんな役割を果したのであろうか。言い換えると，皇帝の身である劉

恒においては，その個人的行為に一般的な階級論的意味での典型性が具わっていたであろう

か。その二，後世の人は文帝の統治期に関する史書の記載の本当の意味を，全面的且つ正確に

理解しているであろうか。後世の史家の言論の中の「文景の治」は，歴史上の真実なのか，或

いは政治目的から作られた神話なのか。歴史の大きな趨勢に対する判断は，いかなる場合もす

べて具体的な事実を精緻に調べた上で建てられるべきである。本論文は，以上の疑問点をめ

ぐって関係史料を検討し，後世につけ加えられ附会された部分をできるだけ取り除いて，可能

な限りにおいて歴史過程を復原し，いわゆる「文景の治」の真相を明らかにしたいとおもう。

１　偶然の事件と大臣の陰謀がもたらした帝位

　漢初の政治態勢を客観的に判断すると，一連の偶然の事件と楽屋裏での謀略的操作が，もと

もと皇位継承の序列になかった劉恒を帝位に押し上げ，これによって史上にその名が残ること

になったと言える。
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　高祖劉邦には八人の息子があった。長庶子の劉肥，母の曹夫人は，劉邦の「微時外婦」（身

分の低い時分の妾）である 1）。天下が平定したばかりの高帝六年（前201），斉王に立てられた。

嫡子の劉盈，呂后の子で，高五年（前202）皇太子に立てられた。庶子劉如意。戚夫人の子で，

高七年（前200）代王に立てられ，九年には趙王に徙封された。庶子劉恒，薄姫の生んだ子で，

高十一年（前196）代王に立てられた。庶子劉恢は諸姫（その他の側室たち）の子で，高十一

年（前196）梁王に立てられた。庶子劉友，諸姫の子で，高十一年（前196）淮陽王に立てら

れた。庶子劉長，趙姫の子で，高十一年（前196）淮南王に立てられた。庶子劉建，諸姫の子

で，高十二年（前195）燕王に立てられた。兄弟八人の中で，戚姫の子の趙王如意が最も父親

の寵愛を受けた。劉邦は，「終不使不肖子居愛子之上」（最後には不肖の子を可愛い子の上に居

らせることはしないぞ）と言っていた 2）。全国統一後，ずっと太子劉盈を廃して寵愛する戚姫

の子如意を漢の皇位継承者にしようという考えを棄てることはなかったが，いかんせん朝廷の

大臣たちはこれに服従せず，劉邦の死後，如意は母子ともども呂后に虐殺されるという惨劇と

なった。劉邦が生前政治上最も頼りにしていたのは実は斉王であった。彼は自分の死後の政治

情況を考えて重要な手配をしていた。それは天下が平定した時，七十余域及び「諸民能斉言

者」（旧斉の人びと）を封国として劉肥に与え 3），元勲たる大将曹参を斉国の相に任命した。皇

室のメンバーの中で，劉恒母子と高祖との関係は，最も疎遠であった。薄姫はもと魏王豹のも

とにあったが，魏王が破れたのち，宮中の織室に送られて，婢とされて紡織に従った者で，劉

邦と共に過した時間は非常に短かった。高祖の死後，「薄姫以希見故」（薄姫はまれにしかお目

見えしなかったという理由で）4），長安を脱出して，息子の劉恒と共に代地方に住むことができ

た。

　恵帝と呂后が政権を執っていた時期，北方の辺鄙な地方に田舎住まいしていた代王劉恒は，

徹底して辺遠の地に追いやられたのであった。劉氏の諸王の中で，斉王肥及び子の襄，楚王

交，淮南王長，呉王濞，燕王建，趙王恢および友は，何度も「来朝」し 5），異姓の長沙王呉右

は高后三年に「来朝」しているが，代王の劉恒だけが七歳の時封ぜられて皇帝になるまでの十

七年間，ずっと辺地にこもったままで，未だかつて都長安に帰ることがなかった。呂后は大々

的に「劉呂聯姻」（劉氏と呂氏の通婚政策）を押し進めた。呂氏一族の女を趙王（元の淮陽王）

友に娶らせ，呂産の女を梁王恢（のち趙王に徙封）の王后とし，呂禄の女を斉王の弟朱虚侯劉

章に娶らせ，妹の呂須の女を将軍営陵侯劉沢の妻とした。しかし同じく劉姓の王である代王劉

恒の婚姻関係については，いちども口を出すことはなかった。文帝の竇后はもともと呂后の宮

１）『漢書・高五王伝』p.1987
２）『史記・留侯世家』p.2046
３）『史記・斉悼惠王世家』p.1999
４）『史記・外戚世家』p.1971
５）『史記・漢興以來諸侯王年表』p.815
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人である。「太后出宮人以賜諸王」（太后は宮人を出して諸王に賜わった）。竇姫は趙国に行き

たいとおもい，宦官の係りの者に，「必置我籍趙之伍中」（必ず私の名簿を趙へゆく組の中に入

れておいて欲しい）と頼んでおいたが，しかし宦官が「忘之，誤置其籍代伍中」（忘れてしま

い，まちがって彼女の名簿を代へ行く組の中に入れてしまった。）勅許されたあと，「竇姫涕

泣，怨其宦者，不欲往，相強，乃肯行」（竇姫は泣いてその宦官を怨み，往きたくないと言っ

たが，強制されてやっとしぶしぶ出かけた）6）。これによると，呂后は出した宮女がどこへゆこ

うと別に関心はなかったことが分る。この係の者の偶然の失態が竇姫を後日文帝の皇后に仕立

てあげることになったのである。呂后の豊かで鋭敏な政治闘争の経験やわずかな怨みも必ず仕

返しするという強暴なやり方を以ってしても，代王劉恒に対しては，十余年の長きにわたって

全く無関心でほったらかしであった。その間の原因は大体二つある。まず第一に，代王の母や

妻の一族は，みな家が貧弱で，朝政に対して脅威となるような人物はいなかった。劉恒の母親

は身分が賎しく，儒家でいう「子以母貴，母以子貴」（子は母ゆえに貴く，母は子ゆえに貴い）

といった身分等級制の下では，末に位置するものであった。第二に，代王の封地は遠く辺鄙

で，彼自身は政治的野心をみじんも表わさず，朝廷内の実力ある大臣とも，私的な関わりは何

もなかった。彼が嫡子でもなく長子でもなく，また「愛子」でもない存在であることは誰でも

よく知っているので，劉氏の他の子と皇位継承権を争うような自然の条件は具わっていなかっ

たのである。

　年若い恵帝が七年間傀儡皇帝をつとめたあと不幸にして早逝し，呂后は外孫の張皇后の養っ

た後宮の美人（女官）の子を立てて少帝とし，自ら臨朝称制（外朝に出御して制勅を下す）を

行なった。けれどもわずか四年後には，呂后は皇后の父である故の趙王張敖の勢力が呂氏を脅

かすのを防ぐために，少帝を廃して殺し，恵帝の「後宮の子」劉弘を帝に立てた。この挙は，

意図せずして，後に劉恒が帝位を獲得するのに大きな障害を取り除く結果となった。漢の恵帝

劉盈が23歳で世を去ると，朝廷には名目上帝位が空白になるという事態が生じた。『史記・呂

太后本紀』の記載によれば，これより先，恵帝の皇后張氏は，「詳（佯）為有身，取美人子名

之，殺其母，立所名子為太子」（身ごもったと佯わり，美人の子を取り上げてこれに名前をつ

けて自分の子とし，その母を殺しその子を太子に立てた）。恵帝が亡くなると，太子は帝位に

即いた。しかしわずか四年で，張皇后が自分の子としたこの少帝は，呂太后によって廃黜・幽

閉され，殺された。少帝が殺害に遭った原因は，『史記・呂太后本紀』の記す所によれば，「帝

壮，或聞其母死，非真皇后子，乃出言曰，后安能殺吾母而名我。我未壮，壮即為変」（帝が大

きくなると，自分の母は亡くなり，自分は皇后の実の子ではないと聞き，口に出して言った。

太后にどうしてわが母を殺して私を自分の子とするようなことが許されよう。私はまだ子ども

だが，大人になったら早速事を起こしてやる）。一方，『漢書・高后紀』には「少帝自知非皇后

６）『史記・外戚世家』p.1972
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子，出怨言，皇太后幽之永巷」（少帝は自分が皇后の実の子ではないことを知り，怨みを口に

した。皇太后は帝を永巷に幽閉した）とある。私の考えでは，司馬遷と班固の解釈には，どち

らも大きな矛盾がある。司馬遷は前に「帝壮」といい，そして少帝自身の言葉では「我未壮」

とある。とすれば，少帝は「壮」だったのか，それとも「未壮」だったのか。張氏が皇后に立

てられたのは恵帝四年（前191）冬十月で，少くとも少帝の廃された高后四年（前184）夏に

は少帝の年齢はたかだか十歳を超えることはなく，明らかにまだ子どもである。少帝がどのよ

うにして自分の身の上を知り得たのかについて，司馬遷は「或聞」つまり「可能聴説」（聞く

所によるとどうも……らしい）と言っている。しかしながら，九重の宮中で，呂后のやりたい

放題の権力支配の下，少帝の身辺の宦官や宮女たちは一族がいもづる式にみな殺しに遭う危険

を冒してまでもこのことをしゃべり立てるだろうか。班固の『漢書・高后紀』には「帝自知」

とあるが，張皇后は少帝がまだ物心つかないうちに子供を収養してつじつまのあうように仕立

てたのだから，深宮の中に育った十歳の子供が，自分一人の頭で「親生」（実の子）か「非己

出」（他人の子）かを認識することがどうしてできよう。

　筆者の見る所では，この事件には，二つの可能性がある。一つは，呂后と孫の間の権力闘争

の発生である。少帝が即位し，張皇后自身が皇太后となれば，漢の政権に手を出そうとする。

呂太后は少帝を排除して，張皇后の権力をねらおうとする道を断ち切った。その証拠として言

えば，恵帝が死んで少帝が立ち，恒例にしたがって張皇后が皇太后を称し，呂后が太皇太后と

なって皇太后が政務を掌握しなければならないのに，文帝の即位のときまで，史書はずっと張

皇后を「孝恵皇后」とよんでいて 7），呂后がその外孫を朝政から排除し，さらに彼女をきわめ

て異常な位置に置いたことが見てとれる。二つ目に，張皇后は劉邦の長女魯元公主と宣平侯張

敖との間に生まれた女で，敖の父である魏人の張耳は楚で常山王に封ぜられ，漢に帰して趙王

に封ぜられた。張敖は父の爵を襲って趙王となった。彼自身も武将で，秦軍が邯鄲を囲んだと

き，北方の代地方の兵万余人を集めて趙の救援に赴いた。張氏父子は二代にわたって名声が高

く，「其賓客厮役皆天下俊桀，所居国無不取卿相者」（その賓客や使用人は天下の英傑ぞろい

で，どこの国でも彼らを大臣に取り立てた）8）。趙王張敖の旧部下たちは，高帝の時，諸侯の相

や郡守に任ぜられる者が十数人もあった。恵帝・呂后の時代には，「張王客子孫皆得為二千石」

（趙王の客の子孫はみな位二千石に上ることができた）とあり 9），漢初の統治集団内で軽視でき

ない政治勢力の一派を形成していた。恵帝が在世していれば張后一族は慮るに足りなかった

が，図らずも恵帝が早逝し，呂后はすでに高齢で，もし呂氏が一旦世を去れば，少帝はまだ幼

いので，張敖が娘にすすめてその祖母にならって臨朝称制を行い，「新外戚」の張后一族が

７）『史記・外戚世家』p.1970
８）『漢書・張耳伝』p.1843
９）『史記・張耳列伝』p.2585
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「老外戚」の呂后一族に対抗することも，不可能ではない。呂太后は旧趙王の張氏勢力が朝政

を掌握するその拠りどころを断ち切るために，恵帝の死後間もなく，宣平侯張敖と名義上祖父

―孫の関係にある少帝を排除し，その代りに恵帝の「後宮子」（後宮の子）の常山王弘を帝に

立て，兄の呂禄の女を皇后とした。一つには，朝廷内にしっかりと根を張って呂氏一族の勢力

を確立するためであり，二つには恵帝の皇后の父張敖一族を漢の朝廷から徹底的に追い出すた

めである。斉王が挙兵した時諸王に送った書簡の中で高后を非難して，「聴諸兄，擅廃位更立」

（呂氏一族の意向を聞いて勝手に皇帝の廃立を行なった）と述べているのは 10），少帝を廃した楽

屋裏の主謀者が呂氏一族であったことを明確に指摘している。張敖は呂后より二年早く亡くな

り，この一派は中心を失なったが，張氏父子の権威はそれで直ちに雲散霧消したわけではな

い。太尉周勃が命令を下して，「諸呂男女」（呂氏の男女）を探し出して捕え，「無少長皆斬之」

（老若を問わずすべて斬った）時 11），長安にいた呂后の外孫で張敖の子魯王偃は廃せられたが，

ついに生命を全うし，災難を逃れることができた。姉の恵帝の張皇后もまた終りを全うするこ

とを得た。文帝が即位すると，偃を再び封じて南宮侯とした。平帝の時には張敖の玄孫慶忌が

「断絶世」（耐えた国統を継いで），宣平侯に封ぜられている。こうしたことからして，元趙王

張耳父子の二代にわたる門下賓客の集団が，前漢二百年の朝政の中に保ち続けてきた影響と地

位を窺い知ることができる。呂后が張皇后の名義上の子である少帝を廃したその意図は，劉と

呂の両家が皇帝と皇后の位を独占するのを保証することにあった。しかしその後の政局の展開

から見ると，張后の子の少帝を排除して趙王張敖一派からその守るべき対象をとり上げてし

まったのは，期せずして文帝劉恒が帝位に上るのに最大の障害となるものをとり除いたことに

なったのである。

　前180年呂氏一族が誅されると，丞相の陳平や陸賈らが十数年間苦心して作り上げて来た反

呂同盟はすぐさま瓦解した。朝廷の大臣たちが私的に未来の皇帝の人選を相談していた時，劉

氏の三人の王はそれぞれ各自の支持者を抱えていた。斉王襄は劉邦の長孫であるが，呂氏誅滅

の行動の中で斉王兄弟は大きな手柄を立て，斉人及び曹参の子弟の旧部下の支持を得た。淮南

王劉長の母方は，元趙王の親族で，母親はもともと宣平侯張敖の美人であり，元趙王の張氏の

勢力は劉長に期待を掛けていた。斉王と淮南王の母方の親族は，在地及び朝廷内で一定の勢力

をもち，朝廷の大臣陳平・周勃らの系統と不和だったので，大臣たちは二人の母方の「悪」を

論じ合い，二人の母方が，呂氏時代の情況を再現することを憂慮した。代王を立てるというの

は丞相陳平の主張であるが，代王擁立派の表向きの理由は二つある。代王は年が「最長，仁孝

寛厚」（最年長で，性質が仁孝寛厚であること）及び「太后家薄氏謹良」（太后の実家の薄氏が

10）『史記・呂太后本紀』p.407
11）『史記・呂太后本紀』p.410
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つつしみ深く良い人柄であること）12）。けれども策略を以って聞える丞相陳平が，朝廷に何の存

在感もない劉恒を帝に選んだのは，決して表向きの言葉のような簡単なものではない。陳丞相

は魏地方，陽武県戸牖郷の人であるが，若い時家は貧しくて郷里では重んぜられなかった。は

じめ魏に身を投じ，つぎに楚に仕え，最後に漢に帰した。彼自身は武将ではなく，多くの功臣

たちと戦場で死生をともにした間柄ではなく，品行も皆から疑われるような人物であった。陳

平が丞相に任ぜられたのは，劉邦の直直の指名であって，衆望の結果ではなかった。陳丞相は

呂氏一族を除いたあと，朝廷内の政治勢力各派が共通の利益をもたない劉姓の王をいち早く擁

立して，虎視眈々たる斉王の集団に対抗し，朝廷内各派の力のバランスを図り，自分の権勢あ

る地位を確保しようと考えた。そして劉恒が幼い時に長安を離れ，母や妻の一族は貧弱で朝臣

たちとも疎遠な生活を送っていることは，すべて 陳平に絶好のチャンスをもたらした。陳平

が劉恒を擁立したのには，いささか個人的な気持もあった。恒の外祖母は魏王の本家の女で，

劉恒の母は魏王の親族である。薄太后その人は陳平と同じく旧魏人で，周勃や灌嬰ら劉邦麾下

の豊沛の老臣たちとは疎遠な間柄であった。

　代王劉恒を天子に迎えることが秘密裡に行われたのは，注意に値する，陳平らは九月 13）庚申

に挙兵して呂産を殺してから後九月晦日己酉に代王が長安に入るまでの五十日間，表面上は

ずっと呂后の立てた少帝の統治秩序を保持していた。呂后の寵臣審食其は呂后の生前に左丞相

だったが，七月辛已に呂后が崩ずると，まもなく丞相の権力を剥奪され，実権のない皇帝の太

傅に遷された。呂氏の集団の内部分裂は，陳平にチャンスを与えた。陳丞相はまず斉王の兄弟

の朱虚侯劉章及び太傅審食其の力を借りて政変を起し，呂氏一族を滅ぼした。審食其の功労に

報いるため，呂産を殺して三日目に，左丞相の官に復職させた。彼が復職した六日目に，朝廷

は二つのことを決定した。少帝の弟の済川王を徙して梁王とする。趙幽王の子劉遂を立てて趙

王とする。劉遂の身分が劉氏の直系の子孫であることはいうまでもないが，少帝の弟の済川王

は，文帝が長安に入ったあと，劉氏の子ではないことを指弾されて殺害された。もしも済川王

が本当に呂氏の子で劉姓をいつわったものなら，呂氏一族が一掃されたばかりなのに，どうし

て朝廷はあわただしくこの幼児を封国として地勢のより重要な梁王に立てる必要があったのだ

ろうか。当時陳平は右丞相の任にあったが，彼は一向に反対していない。唯一の理由として考

えられるのは，長安の大臣たちが嫡系の劉氏の子孫の名義を借りて，しばらくの間斉王兄弟と

淮南王長に対抗し，彼らの選んだ新皇帝劉恒が長安に入るのを待って，利用した少帝兄弟を排

除してしまったということである。

　劉恒を立てることについては朝臣の中で意見が分かれていただけでなく，皇族劉氏全体の合

意ではなかった。渭橋付近で出迎えた人びとの群れの中に，高祖の弟の楚王交や淮南王長や斉

12）『史記・呂太后本紀』p.411
13）『漢書』・『史記』はともに八月にしたが，『通鑑』に従い，九月とすべきであろう。
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王劉襄や高祖の甥呉王濞など，劉氏の重要メンバーの姿は見られなかった。呂氏が誅滅されて

から代王劉恒が長安に到着するまでの二ヶ月近くの間，陳平や周勃らの大臣たちは故意に情報

を隠蔽し，奸臣がすでに除かれ，事件が完全に解決したといううわべだけのイメージを天下に

与え，皇室の成員を帝位の交替という国家滅亡に関わる重大事から閉め出してしまったのであ

る。『史記・呂太后本紀』に，「諸大臣相互陰謀」（大臣たちがともに陰謀をめぐらした），「相

与共陰使人召代王」（一しょになって陰かに人をやって代王をよび寄せた）とある。司馬遷が

「陰」という字を二回使っているのは，代王を皇帝に迎え入れるのに，劉氏の皇族全体と相談

して廃位を正式に発動する法制的な手続きを履まず，一部の朝廷内の大臣たちがひそかに政変

を起して既成事実を作り上げたことを強調するためである。

　遠く代地方にあった青年劉恒は，皇帝になろうとする意図や心の準備など何も持っていな

かった。陳平と周勃の使者が代王に入朝を要請した時，彼は躊躇して決心がつかなかった。臣

下たちと相談し，またト者に助言を求め，伯父の薄昭を長安にやって様子を探らせた。朝廷内

に代王の信頼できる大臣のいなかったことが，これでも分かる。母親の身分が賎しく，母子二

人先帝の寵愛を受けず，妻の一族は力弱く，自分自身には政治の経験がなく，帝位は大臣たち

の陰謀でもたらされるという工合に，文帝という皇帝は，即位の初から先天的な弱さを持って

いた。そのことは，その統治の二十余年，つねに彼の政策決定と君臣関係に影響を与えたので

あった。

２　劉氏皇族兄弟の挑戦

　まず文帝に向って戦を挑んだのは，淮南王劉長である。劉氏一族の中で，斉王の一派は大勢

力だったが，つまりは孫の世代に過ぎず，劉長だけが高祖の子であった。その母は趙王張敖の

美人で，身分は良民である。淮南王の事蹟については，『史記』・『漢書』の記述は大そう簡略

である。『史記・淮南王列伝』の内容は，大臣の劾奏や皇帝の批答の文書であるが，漢朝の記

録文書が元になっているのであろう。『漢書・淮南王伝』には，文帝の伯父の薄昭の手紙が付

け加えられているが，その他の内容は基本的に同じである。両書の記事を細かく検討すると，

淮南王の謀反と死因についての記載には疑わしい点が少くない。

　文帝の即位以前に，兄弟は顔を合わせたこともなかった。文帝即位の初に淮南王が入朝を希

望したが，延び延びになっていて，文帝の三年になってやっと認められた。劉長は都に入る

と，ただちに呂氏一族誅滅に重要な役割を演じた辟陽侯審食其を自ら手にかけて殺した。その

罪名は次の三つである。自分の母親が罪なくして事件に巻き込まれた時，辟陽侯は反対しな

かった。趙王母子が罪なくして殺されかけた時，辟陽侯は反対しなかった。呂后が呂氏一族を

王に立てた時，辟陽侯は反対しなかった。この三項の中，第一項を除き，他の二項は，呂后時

代に任にあった多くの大臣たちにも関わってくる。淮南王が人を殺し，さらに兵を挙げて罪を

問うたのは，辟陽侯への怨恨だけでなく，さらに周勃らの大臣がひそかに宮廷の政変を起して
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皇帝を廃立したことへの不満を表明するものであった。

　薄昭の手紙の中に述べられている短い言葉は，大いに考えさせられるものがある。淮南王が

文帝に向って，「欲属国為布衣，守冢真定」（国を捨てて庶民となり，真定で母の墓守をした

い）と申し出た 14）。勿論劉長は本心から王位を捨てて一介の庶民となり，母の墓守をしたいな

どと考えていたわけではない。彼がつねに心中忘れないでいたもの，あるいは強調していたの

は，自分の母親は良民の身分だということであり，それは文帝の母薄太后がかって婢の身分で

あったことを暗示している。この角度から見ると，劉長が文帝を「大兄」とよび，皇帝の車に

同乗するなど，「礼制」からすれば「僭越」な行為の背後に，生母の身分の賎しい兄に対する

軽視があったと理解される。

　『史記・孝文本紀』には，淮南王が廃されて蜀に徙される路上で「病死」したと記す。『史

記・淮南王列伝』と『漢書・淮南王伝』，つまり漢朝の公式記録を参照すると，淮南王は誅反

によって廃され，絶食して死んだことになっている。しかし文献中の関連記事は複雑に入り組

んでおり，しかも理屈に合わない。まず，史書には彼が七十人に命令して輦車四十乗をもって

谷口地方で謀叛を計画したと記している。谷口は今の陝西省礼泉県東北四十里の地点にあり，

首都長安を去ること百余里であるが，淮南王の統治範囲ではない。わずか七十人で大部隊の守

備する首都圏で謀反を起せば，結果が失敗に終ることは，誰の眼にも明らかである。淮南王は

すでに２４歳，その身辺には一群のブレーンがいて，文帝との関係は非常に緊張していた。彼

はどうしてこのような不可解な軽挙妄動に出ようとしたのか。第二の疑問は，淮南王が絶食し

て死んだ経過と屍体の発見された地点についてである。朝廷は命令を出して，淮南王を「載以

緇車，令県以次伝」（緇車に乗せ，県から県へと伝送させた）が，「県伝淮南王者皆不敢発車

封」（淮南王を伝送する県の役人は，誰もその車の封印を開けようとはしなかった）15）。彼は侍

者に向って言った。「人生一世間，安能邑如此。」（人間一生のあいだ，こんな苦悩を忍んでゆ

けようか）と。そして食を絶って死んだ。雍県に着くと，雍の県令が封を開いて，死を朝廷に

報告した 16）。のち文帝は勅令を下して，「逮考諸県伝送淮南王不発封饋侍者，皆棄死」（淮南王

を伝送した各県で封を開いて食事を供しなかった者を逮捕訊問して，すべて棄死の刑に処し

た）17）。緇車とは，顔師古の注には「衣車」とある。多分黒い布で車を蔽い，内部では坐臥がで

きるが，外からは内部がはっきり見えないような車であろう。「不発封饋侍」という言葉から

見ると，淮南王を乗せた緇車は，長安を出発した時，車の入口に木簡で封をしたもの，漢簡の

形から推定すると，大てい木板の凹みに縄を入れて固定し，さらにそれに封泥をつけて官署の

印を押したものであろう。沿道の各県は朝廷の命令がないので，封泥をこわそうとせず，ただ

14）『漢書・淮南王伝』p.2137
15）『史記・淮南王列伝』p.3079
16）『史記・淮南王列伝』p.3080
17）『史記・淮南王列伝』p.3080
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車の窓口から内へ食物を差し入れた。淮南王は数日絶食して，ついに餓死したのである。その

実，史書の記述は穴だらけで，緇車中には淮南王一人しかいなかったのか，それとも他に侍者

がいたのか。彼の絶食する前の言葉は，車中から外の人に向かって言ったのか，それとも車中

で同乗者に向かって言ったのか。もし，車内に侍者がいたとすれば，侍者は必ず，沿道で封を

開いて食物を供給しなかったことや彼が食を絶った時の情況を外へ報告したはずで，沿道の県

では当然それを直ちに中央に報告したはずである。しかしもし車内が淮南王だけだったとすれ

ば，沿道の各県は毎日三度車外から食事を差し入れる時に，まず車内の人に対して，窓の外か

ら食物や酒を盛った容器を投げ入れることができない，そうすれば酒が車中にこぼれてしま

い，食事ができなくなることを，知らせなければならない。文帝の詔書の内容に照して考える

と，淮南王には，毎日「給肉五斤，酒二斗」（肉五斤と酒二斗が支給された）。つまり毎日1.25 

kg の肉と5 kg の酒が供応されていたが，絶食した人は，毎度車内で食事を受け取って車内に

放置し，自分は食べない。一般的情況から言うと，絶食七日以上で，人はほとんど死ぬ。淮南

王に給される七日分の食物は，合計して肉8.75 kg，酒35 kg になる。こんなに沢山の食物が

車内に堆積して沿道各県で誰も異常に気がつかなかったとは，まったく不合理な事である。最

も不思議に思えるのは，淮南王を緇車に乗せたままで封印したので，沿道の各県では詔書に定

めた酒肉の提供ができないことがすぐ分かったはずである。その他，長安から蜀の嚴道邛（今

の四川省滎経）まで千里の距離がある。途中では排泄物などの処理が必要であるが，これも犯

人を押送する間考慮しなければならない。史書には，淮南王の死体は雍県令によって発見され

たと述べるが，もし彼が押送されて蜀にゆくことが「布告天下」（天下に布告された）とすれ

ば，通常の規定では，褒斜道から蜀に入る。つまり長安から渭水に沿って西行し，今の眉県の

西南三十里のところからさらに褒斜水に沿って南行するか，或いは故道を通り，陳倉（今の宝

鶏市東南）から南下する。どの道を通っても，陳倉に着いてからまた数十里北上して雍県（今

の陝西省鳳翔）にゆくことはあり得ない。さまざまの不可解な筋書きを分析すると，朝廷は内

部の見えない緇車で犯人を押送する方法を選び，車の入口に封泥をつけた。すべて淮南王が絶

食して死んだという嘘を隠すためで，事後，沿道で食物を与えた者を殺し，さらに口封じのた

めに人を殺した。真相は恐らく淮南王は車中に居らず，すでに雍県の宮殿の中で，文帝の命に

よってひそかに彼を殺し，雍県の地に埋葬したのであろう。

　淮南王が殺されたというニュースは，その後ある方法で，民間にまで広がった。六年後に

は，民間で歌が作られた。「一尺布，尚可縫，一斗栗，尚可舂，兄弟二人不能相容」（一尺の布

でも縫うことができる，一斗のコメでも搗くことができるのに兄弟二人は許し合えない）18）。注

意に値することだが，この時文帝はすでに即位後十二年，朝廷は淮南王の「謀叛」の罪状を天

下に公布していたが，民間では却て朝廷の処理の意向に同調せず，事件の真相が兄弟二人の争

18）『史記・淮南王列伝』p.3080
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いからきているとして，「不能相容」と言っているが，これは明らかに文帝がたった一人の兄

弟を抹殺してしまったことを評したのである。帝室たる劉氏一族の内部には皇位の継承過程に

対する不満が，文帝朝の全期にわたってずっと存在していた。斉王を支持する一派や淮南王の

勢力もまだ消滅してはいなかった。文帝の統治期間中は，公然と打って出て相手を完全に滅ぼ

すようなことはしなかった。そこで文帝は，賈誼の提案した諸侯王弱体化の建議『治安策』に

対しても，何も理解できないふりをし，さらに彼を長沙に追放した。淮南王劉長の死後十年が

経ち，文帝は皇族の劉氏を安堵させ，内部の緊張した空気を和らげるために，劉長の子の劉安

を淮南王に封じた。文帝一派と他の皇族劉氏との矛盾は，その子景帝の時，遂に全面的に爆発

したが，淮南王の後裔は武帝の時に滅ぼされた。しかし，文帝の統治期間中，劉姓の皇族たち

は，彼の皇位継承の正当性についてずっと疑いを持ち続けていた。そのために文帝はいつも自

分を明君として演出し，多くの徳政を布き，自分の私欲をほしいままにしないようにつとめな

ければならなかったのである。

３　史家と民間伝説の文帝の事迹に対する称賛の相違点

　『史記・孝文本紀』の最後に，司馬遷は文帝を次のように論評している。

　「孝文帝從代来，即位二十三年，宮室苑囿狗馬服御無所增益，有不便，輒弛以利民。嘗欲作

露台，召匠計之，直百金。上曰，『百金中民十家之産，吾奉先帝宮室，常恐羞之，何以台為。』

上常衣綈衣，所幸慎夫人令衣不得曳地，幃帳不得文繡，以示敦樸，為天下先。治霸陵皆以瓦

器，不得以金銀銅錫為飾，不治墳，欲為省，毋煩民。南越王尉佗自立為武帝，然上召貴尉佗兄

弟，以德報之，佗遂去帝稱臣。與匈奴和親，匈奴背約入盜，然令辺備守，不発兵深入，悪煩苦

百姓。呉王詐病不朝，就賜几杖。群臣如袁盎等稱説雖切，常假借用之。群臣如張武等受賂遺金

錢，覚，上乃発御府金錢賜之，以愧其心，弗下吏。專務以德化民，是以海内殷富，興於礼義」

（孝文帝は代より来て，二十三年間在位したが，宮殿や御苑，それに車馬衣服具などを増やさ

ず，民衆に不利益をもたらすようなことがあれば，ただちにそれを軽くして民のためを図っ

た。かつて露台を作ろうとして，職人に費用を計算させたところ，百金を要することを知り，

文帝は次のように言った。「百金は中流の民で十家の財産に当る。私は先帝の宮室を受け継ぎ，

いつもそれに恥じるような行ないを恐れている。どうしてまた露台を作ることができようか」

と。文帝はつむぎの衣をよく着，寵愛する慎夫人にも地を曳きずるような衣服を着せず，とば

りにもぬいとりを施したものは使わせず，天下に率先して質素につとめた。覇陵造営の際に

も，材料として瓦しか使わず，金・銀・銅・錫などで飾ることを禁じた。また節約を示し，民

衆に負担をかけないため，墳は作らなかった。南越の王である尉佗は自立して武帝と自称し

た。しかし文帝は尉佗兄弟を招き德を以ってこれに報いたので，ついに佗は帝号を去って臣と

称した。かつて和親関係で結ばれた匈奴は，約束にそむいて入寇してきた。文帝は民衆のこと

を思いやり，兵隊を敵の奥地まで進軍させず，ただ辺境を防御するよう命令した。吳王が病気
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と偽って来朝しなかった。文帝はすぐに彼に几杖を下賜した。群臣の中，たとえば袁盎らがき

びしい意見を述べたが，文帝はいつも大目に見てこれを用いた。群臣の中，たとえば張武らが

金銭などの賄賂を受けたことが発覚したが，文帝は手元の金錢を賜り，彼に慙愧の心を抱か

せ，司直の手に委ねなかった。專ら德を以って民を教化することに努め，そのため，国は豊か

になり，礼儀は隆盛になった）。

　班固の『漢書・文帝紀賛』は殆ど『史記』の原文を踏襲しているが，ただ文末に「断獄数

百，幾致刑措。嗚呼，仁哉」（裁判は数百しかず，殆ど処刑を行わなかった。嗚呼，まことに

仁なり）という字句を補足している。

　後世の史家は，この「露台の故事」を用いて文帝の節倹を賞賛し，今の王朝の政治を暗に批

判してきた。一般的見方では，秦末の農民反乱は秦王朝の支配を崩壊させた。漢の初め，皇帝

と大臣は秦があまりにも速く滅亡したのを教訓に，民衆と利益を共にするような政策を取っ

た。その頃，黃老思想の流行を背景に，支配者は徭役と租税を軽減し，德をたっとび刑法を緩

やかに，民の負担を減らして力を回復させようとする政策を施行し，社会の安定と経済の発展

を促進した。民力をほしいままに酷使し，奢侈な帝王であった漢の武帝らに比べ，文帝は当然

倹約の象徴とすべきであろう。その原因は主に二つがある。まずは漢の初めから行われてきた

清静無為の思想である。そしてより重要なのは，長期的な戦乱を受けて当時の社会経済が極め

て疲弊し，物質が欠乏してしまって，皇帝が収奪しようにも物質的条件がなかったことであ

る。とは言っても，文帝の行動は決して『史記』，『漢書』に描かれたような純粋なものではな

かった。司馬遷の評価と班固の紀賛には，それぞれ意図があり，しかもそれは異なっていた。

　『風俗通義』という書物は，後漢の末すなわち桓帝・靈帝の時代に政治上活躍した応劭とい

う人物の作品である。その中で，前漢末期の成帝と中塁校尉の劉向との間に文帝の事跡をめぐ

る長い対談が詳細に紹介されている。成帝は幼いころから儒家思想の教育を受け，前の時代の

文物と制度に通じていた。劉向は，皇室の親族であり，かつて三人の皇帝に仕えた当代一流の

儒学者であった。師弟のような二人の会話の内容にはかなり高い真実性があるように思われ

る。

　成帝は劉向に次のように聞く。「世俗多伝道孝文皇帝，小生于軍，及長大有識，不知父所在，

日祭於代東門外。高帝数夢見一兒祭己，使使至代求之，果得文帝，立為代王。及後征到，後期

不得立，日為再中。及即位為天子，躬自節倹，集上書囊以為前殿帷，常居明光宮聴政。為皇太

薄后持三年服，廬居枕塊如礼，至以発大病，知後子不能行三年之喪，更制三十六日服。治天下

致升平，断獄三百人，粟升一錢，有此事不」（世間では多く孝文皇帝のことを次のように伝え

ている。幼いときに軍中に生まれ，大きくなって物心がついてから父の所在が分らないので，

毎日代国の東門外に祭った。高帝はしばしば夢に一人の子供が自分を祭ることを見て，使いを

代までやって探させたところ，果して文帝を見つけたので，代王に立てた。後に朝廷に召され

たが，約束の期日に間に合わないで立つことができなかったが，太陽は再び昇った。即位にし
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て天子になると，みずから節倹につとめた。上書してきた嚢を集めて前殿のとばりにした。い

つも明光宮において政治を聴いた。皇太后薄氏のために三年の喪に服し，礼にしたがって廬に

住み，土の枕で寝たので，とうとう大病になった。後継ぎは三年の喪を行なう事ができないの

で，改めて三十六日の服喪制をつくった。天下を治めて升平を実現し，裁判にかかるものがわ

ずか三百人，米一升が一錢であったという。このことがあったのだろうか）。

　劉向は成帝に次のように答えた。「皆不然。謹按漢高三年，魏王豹叛漢附楚，漢使大將軍韓

信撃虜豹姬薄夫人，伝詣洛陽織室。漢王見薄姬，内後宮幸之，生文帝。二年而為王者子，常居

宮闋內，不棄捐軍中，祭代東門。高皇后八年後九月己酉夕即位，……即位時以昏夜，日不再

中。文帝雖節倹，未央前殿至奢，雕文五彩，尽華榱壁璫，軒檻皆飾以黃金，其勢不可以書嚢為

幃，奢儉好醜，不相副侔。又文帝以後元年六月己亥崩未央宮，在時平常聴政宣室，不居明光

宮。及皇太薄后以孝景二年四月壬子薨，葬南陵，文帝先太后崩，不為皇太薄后持三年服。……

然文帝本修黃老之言，不甚好儒術，其治尚清静無為，……苟溫飽完給，所謂治安之国也。其後

匈奴数犯塞，侵擾辺境，……是時大発興材官騎士十余万軍長安，……由是北辺置屯待戦，設備

備胡，兵連不解，転輸絡繹，費損虛耗。因以年歲不登，百姓饑乏，谷糴常至石五百，時不升一

錢。前待詔賈捐之為孝元皇帝言：『太宗時民賦四十，断獄四百餘。』按太宗時民重犯法，治理不

能過中宗之世，地節元年天下断獄四万七千余人，如捐之言複不順，前世断獄皆以万数，不三百

人。……文帝下詔書曰：『間者陰陽不調，日月薄蝕，年穀不登，大遭旱蝗飢饉之害，謫見天地，

災及万民，丞相，御史議可以佐百姓之急。』推此事類，似不及中宗之世，不可以為升平。……

凡此十余事，皆俗人所妄伝，言過其実及傅会，或以為前皆非是」（皆違います。考えて見ます

と，漢の高祖の三年，魏王豹が漢にそむいて楚につきました。漢は大將軍韓信を遣わして豹の

薄姬をとりこにして，洛陽の織室に送りました。漢王は薄姬を見て，後宮にいれてこれを寵愛

し，文帝を生みました。二年にして王子になり，常に宮廷内にありました。軍中に棄てられ

て，代の東門に祭るということはありません。高皇后八年後九月己酉の夜に即位しました。

……即位した時は夜中でしたから，太陽は再び昇ることがありません。文帝は倹約家でした

が，未央宮の前殿は大変豪奢で，五色の彫刻が施されていました。すべて華麗な垂木に玉の飾

りがついて，欄干は皆黃金で飾っていました。その成り行きでは書嚢でとばりをつくるところ

ではありません。奢と倹，好と醜はつりあっておりません。また，文帝は後元年六月己亥に未

央宮に崩じました。在りし日の時はいつも宣室で政事をとっており，明光宮におりませんでし

た。薄皇太后は孝景二年四月壬子に薨ずると，南陵に葬られました。文帝は太后に先立って崩

じたのですから，薄皇太后のために三年の喪を服することがありません。……けれども，文帝

はもともと黃老思想を修め，あまり儒術を好みませんでした。その政治は清静無為をたっとび

ました。……まま衣食は充実し，所謂平和の国でありました。その後，匈奴はしばしば長城を

犯して，辺境に侵略してきました。……この時，大々的に材官騎士十余万を動員して長安に集

結させました。……これより北辺には部隊を置いて戦いにそなえさせました。施設をつくって
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匈奴にそなえ，軍隊を長く駐屯させ，輸送が続き，たくさんの費用を費やしました。そのた

め，作物が実らず，民衆は飢えにさらされ，米の値段は常に一石あたり五百まではね上がり，

当時一升あたり一錢ということはありませんでした。前待詔の賈捐之が元帝に「文帝の時民間

の賦は四十銭，裁判は四百余」と言っていました。按ずるに，文帝の時民は法を犯すことが多

くあり，その政治は宣帝の時代に及びません。宣帝の地節元年には，全国で裁判を受けたもの

が四万七千余人があり，捐之の言葉は正しくありません。前代の裁判は皆万単位で，三百人ど

ころではありません。……文帝は詔書を下して言っています。「この頃，陰陽が調和せず，日

月の光が弱く欠け，作物が実らず，旱魃，蝗害と飢饉など大変な災害にあっている。わざわい

が天地にあらわれ，また災害が万民に及んでいる。丞相と御史には人民の急を救うよう討議せ

よ」。このことから考えますと，宣帝の世に及ばず，升平とは言い難いようです。……凡そこ

の十余の事は，皆俗人がでたらめに伝えたことで，大げさを言ってこじつけています。これま

でのことばは皆事実ではないと思います）。（応劭は劉向の方が正しいと思った）19）

　司馬遷，劉向，班固，応劭，この四人は漢王朝の異なる時期でそれぞれ活躍した重要な人物

であっただけに，彼らによる文帝事跡の記載と評価は大いに考えさせられるものがある。司馬

遷の『史記』は大体武帝朝の末，すなわち紀元前90年ごろに成立した書物である。劉向と成

帝の会話はおそらく紀元前10年ごろのことであった。班固の『漢書』は著者がなくなった紀

元92年の段階ではまだ完成していなかったようである。応劭の『風俗通義』は紀元190年前後

に出来上がった書物である。おおざっぱに計算してみると，四氏の間には，それぞれ約百年の

間隔がある。司馬遷と班固の生きた時代には二百年の差があり，学問と思想の面でも異なって

いるが，文帝に与える評価は基本的に一致している。劉向と応劭の生きた時代も二百年位離れ

ているが，文帝に関する劉向の記述や評価に，応劭は全面的に賛同している。ここに注目に値

する事実が二つある。一つは，司馬遷より百年もあとに生きた劉向が前漢皇室の親戚でありな

がらも，司馬遷の文帝評を肯定しなかった点である。もう一つは班固と応劭の姿勢である。つ

まり劉向より百年後の班固は，皇室の親戚たる劉向の意見を却下し，二百年前の司馬遷の意見

に同調したのである。また，劉向にはっきりと否定された「断獄数百」のことも『漢書』に取

り入れている。代々高官の家柄をもつ応劭は，漢王朝の官制と礼儀に明るく，生涯を通して著

述し続けた。博学多聞の彼は，『漢官儀』という書物を著したことがあり，また『漢書』の集

解も著している。このような該博な学問と優れた見識を持つ人物であるが，後漢政府公認のテ

キストである『漢書』に同調せず，世間に伝えられる文帝の事跡には事実でないことが多く含

まれていると主張し，自分より二百年前の劉向の見解と評価に軍配を上げたのである。

　前漢と後漢あわせて三百年の歴史の中で，司馬，劉，班，応の四氏は重要な人物であった。

彼らに見られる文帝評の相違は，後世の人々によって往々にしておろそかにされがちの事実を

19）応劭著　吳樹平校釋『風俗通義校釋』天津人民出版社　1980年９月
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反映している。中国古代において，歴史書の役割は単に歴史を記録するばかりでなく，「揚善

懲悪」（勧善懲悪）の理念をもち，後世の統治者を教育することが一層重要である。そのため，

前の時代に関する歴史記録の一部は意図的に拡大解釈される可能性がある。司馬遷の生きた時

代は武帝の治世であった。武帝は贅沢な生活や武力の行使を好み，民力と財物をみだりに使

い，さらに酷吏を重用して大獄を頻りに起こした。この現実を目の当たりにした司馬遷は，史

書の中で文帝の節倹で寛仁，そして民を愛し刑法を慎重に運用したやり方に賞賛を加え，それ

によって現実の政治を批判しようとしたのである。成帝の耳に入っていた民間からの言い伝え

は，文帝の皇位継承の正当性を主張するための朝廷の世論作りに由来する。成帝の下問に対し

て，劉向は躊躇うことがなく，如実に答えられたのである。班固の『漢書』は官製歴史書であ

るため，立場上漢王朝の威信を守らなければならない。桓帝・靈帝の時代にいたると，後漢王

朝は名目のみを保っていてすでに実質はなかった。そのような時代に生きた応劭は，もはや朝

廷の威厳を損ねる恐れを顧慮する必要がなく，敢えて著作を通して成帝と劉向による君臣間の

談話をそのまま公表したのであろう。『史記』・『漢書』・『風俗通義』に見える文帝に対する記

述と評価を比較してみると，文帝の出身と品行について，漢王朝が民衆にどのような情報を与

えたかも窺うことができる。

　司馬遷の文帝評は四項目にわたる。節倹につとめたこと，民力を極力乱用しなかったこと，

寛厚で刑法の適用を慎んだこと，そして民の生活を豊かにしたことである。刑罰の軽減につい

て，班固はさらに具体的な数字を挙げている。これらを成帝が劉向に下問した「世俗の伝道」

と比べてみると，倹約と刑罰の軽減，そして民の生活を豊かにして社会を昇平の局面に導いた

などの面では一致するが，孝道・出身・天象については異なる。代王を皇帝として推薦したの

は陳平であったが，その最も重要な理由の一つは文帝が「仁孝」であったことである。こうし

て朝廷による大々的な宣伝もあって，百余年後の民衆の意識の中に文帝が仁孝の模範であった

ことが次第に定着し，やがて事実に相反するところまで発展したことが見て取れる。「世俗の

伝道」の中で，朝廷の態度を端的に表したのは文帝の出身を改ざんしたことである。かつて捕

虜であった薄太后の身分，魏王豹との関係などは削除された。それだけではない。代の地方で

幼い時文帝は父の高祖と離散し，子供を夢に見た高祖はやがて文帝を探し出して，代王に立て

たという不思議な物語も作り上げられた。薄太后の経歴，かつて女婢であったという身分は，

前漢の皇室にとって大きなタブーであったため，そのことに触れる人は殆どいなかった。景帝

の時，大行が皇后を選ぶ際に「子は母ゆえに貴く，母は子ゆえに貴い」と上奏したので，景帝

は大いに怒り，薄太后の卑しい身分を諷刺するものとして，大行を処刑した。これを見れば，

百年余りの後，文帝から六代目の孫である成帝でさえ祖先の出身をあまり知らないのは，なん

ら不思議のことではない。一般的に言えば，皇子の封地の広さと地理的位置，さらに豊かさの

程度は，皇帝である父親との関係や諸皇子の中における政治的地位を直接に反映するものであ

る。例えば，戚夫人の子供である劉如意は，七年の冬十二月に初めて代王に封ぜられたが，や
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がて九年の春正月に趙王に移った。代とは，国都から遠く離れた辺境地域であった。劉恒がそ

こに封ぜられた原因は，おそらく彼が母親の薄太后と共に，高帝の寵愛を受けていなかったこ

とによるのであろう。彼は十一年の春正月に代に封じられたのに対して，同年の三月に，兄弟

の劉恢が梁王，劉友が淮陽王，そして秋七月に，劉長が淮南王にそれぞれ封じられた。このよ

うな諸王の異動は，新しい領地ができても，劉邦には代王の恒を内地に呼び寄せようとする考

えがなかったことが分る。そこで，代地生誕の物語を編み出したもう一つの狙いは，文帝がな

ぜ趙・梁・斉といった中原地区ではなく，辺境の代に封建されたかを民衆に説明することにあ

る。劉恒は代に封ぜられてから即位するまで，いちども長安に戻ったことがなかった。劉邦は

この息子にあまり愛情を持っていなかったからである。とすると，高祖が夢に息子を見てこれ

を探したという物語を書き記した目的は，劉邦が生前どれだけ文帝のことを大事にしていた

か，文帝の即位がどれだけ劉邦の意にかなっていたかを民衆に強調しようとするために他なら

ない。漢代の儒学者は春秋公羊学の天人感応説を宣伝し，「後期不得立，日為再中」（約束の期

日に間に合わないで立つことができなかったが，太陽は再び昇った）という説話を作り上げ

た。その目的は，やはり文帝の即位が「天意」であったことを宣揚しようとしたのである。太

陽さえ運行の法則を変え，一日の内に沈んで再び上昇したのである。

　「断獄三百人」というのは，文帝の時代に裁判が四百余りであったという元帝時代の人賈捐

之の話によるものであったらしく，班固の『漢書』には「断獄数百」に改められたのである。

確かに，文帝が肉刑を廃止したことは中国の刑法史において大きな意味を持つものであるが，

『史記』の文帝評はこのことに言及していない。その原因は二つあったと考えられる。一つ目

は宮刑を廃止しなかった点である。多くの死刑囚は死刑を贖い，あるいは赦され宮刑に処せら

れることになったが，司馬遷本人もまさにその被害者である。二つ目は笞刑が重くなったこと

である。『漢書・刑法志』は当時の状況を「外有軽刑之名，内実殺人」（外に軽刑の名が有るけ

ど，内に実は人を殺す）と描いている。武帝の時代では，徴発が頻繁に行われていたため，民

衆による違法事件が多発していた。それに対処するため，武帝は「酷吏」を重用していた。宣

帝の代はまだこの方法を受け継いでいたが，元帝は帝位につくと，はじめて「蠲除輕減」（削

除軽減）を命令したのである。「断獄三百人」という賈捐之の言葉は，ただ元帝の祖法改革に

理論的根拠を提供したものに過ぎず，現実の政治でとうてい実現できないものであった。自ら

の経験に基づいて成帝の下問に答えた劉向の言葉は，むしろ国政の実際に近いものであった。

班固は『漢書・刑法志』の中では，肉刑を廃止した後の文帝時代を「死刑既重，而生刑又輕，

民易犯之」（死刑は重い上，生かしておく刑は軽い。そのため，民はよく法を犯した）と批判

した。しかし，「軽刑」（刑を軽くする）のは儒家の求める治国の理念である。班固はこのよう

な自己矛盾があったにもかかわらず，『漢書・文帝紀賛』の中で，やはり賈捐之の言葉を引用

していたのである。
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４　「文景の治」という定説の由来

　『風俗通義』によれば，成帝の下問に対して，劉向は文帝の政治に多くの問題があったと指

摘した。たとえば，季布と賈誼を遠ざけ，佞臣の鄧通を寵愛して国の財産である蜀郡の銅山を

下賜し，微行してその家を何回も訪ねた。また，側近を連れ，狩猟等に耽溺した。成帝は劉向

に次のように質問した。「後世皆言文帝治天下幾至太平，其德比周成王，此語何從生」（後世の

人々は皆文帝が天下を太平の世に導き，その德は周の成王に匹敵すると言っている。このよう

な話はいったいどこから生まれてきたのであろうか）。

　これに対し，劉向は「生於言事。文帝礼言事者，不傷其意，群臣無小大，至即便從容言，上

止輦聴之，其言可者稱善，不可者喜笑而已，言事多褒之，後人見遺文以為然」（意見をのべる

ことから生まれてきたのです。文帝は自分の意見を述べるものを礼遇し，その気持ちに傷つけ

ないようにしました。群臣は職の高低如何を問わず，いつでも落ち着いて意見を述べられま

す。文帝は車を止めてそれを聞き，よい意見は褒められますが，そうでないとただ微笑んだだ

けでした。意見に対して大抵褒められましたので，後世の人は彼らの残した文章を見てそれを

信じて疑いませんでした）と答えた。

　周勃ら元勲の大臣に擁立された文帝は，もともと武将の出身ではなかった。漢の初め，功臣

たちが朝廷内に満ち満ちている状況に対して，文帝は内心に不満があっても，群臣に礼を以っ

て接するだけで，君臣双方は互いに妥協の姿勢を保っていたのである。次の景帝と武帝の時代

になると，元勲や功績のある将軍たちは大方姿を消したため，皇位は正常な形で継承されるこ

とになり，その結果，皇帝の臣下に対する態度は大きく変わり，ほしいままに殺戮を行い，諫

言にも聞く耳を持たず，思う存分に娯楽に溺れてしまったのである。それとの対比の上で，大

臣および士人たちが倹約に精励し群臣を礼遇した文帝のことを懐かしく思い出し，史家と大臣

たちが文帝を手放しで賞賛した原因もそこにあると考えられる。

　『西京雑記』に引く『漢旧儀』の文章に「（太史公）作景帝本紀，極言其短及武帝之過，（武

帝）怒而削去之」（太史公が景帝本紀を作る際，その短所および武帝の過ちを手厳しく批判し

た。怒った武帝はこれらの内容を削った）と記している。現存する『史記』の中に，『景帝紀』

と『武帝紀』は太史公の原文ではない。しかし，景帝と武帝についての批判は，これらの文章

に多く見られる。後漢の末，王允という人は「昔武帝不殺司馬遷，使作謗書流於後世」（むか

し武帝が司馬遷を殺さなかったために，自分の非を記録する書物を後世まで流伝させてしまっ

た）と言っている 20）。『史記』だけでなく，『風俗通義』に記される成帝と劉向の問答も景帝に

言及していない。さらに，漢時代の大臣あるいは士人の文章にも，景帝の治世を賞賛したもの

はない。いわゆる「文景の治」という言い方は，班固『漢書・景帝紀賛』に初見する。つまり

「漢興，掃除煩苛，與民休息。至於孝文，加之以恭儉，孝景遵業，五六十載之間，至於移風易

20）『後漢書・蔡邕伝』p.2006
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俗，黎民醇厚。周雲成康，漢言文景，美矣」（漢は建国するや，厄介な勢力を一掃し，民に休

息を与えた。文帝に至り，謙虚と倹約の政治がこれに加わり，その成果が後の景帝にも継承さ

れた。この五，六十年の間に，悪い習慣や風俗を改め，民も人情厚い人々に生まれ変わった。

かの周の時代といえば，成王と康王のことを思い出されるが，漢時代といえば，やはり文帝と

景帝を挙げなければならない。なんというすばらしいことだ）というのである。

　文帝の政治を「景帝が継承した」という班固の意見は，正確ではなかった。なぜなら，景帝

時代の君臣関係は緊張していて，周亜夫らが無実の罪によって処刑されたばかりでなく，社会

経済の発展にしたがって富が増加すると，朝廷は宮殿や陵墓の造営を大々的にはじめた。最近

の考古発掘によれば，景帝の墓である陽陵の規模は極めて大きく，帝陵の周辺では，すでに

86個の陪葬の坑が見つかり，中には騎兵，歩兵と男女の着衣陶俑，さまざまな動物の陶俑，

陶器，銅器，漆器それに兵器，車馬器が大量に埋葬されている。かの始皇帝の陵葬制度にな

らったことは明らかである。陽陵より西北の地域に囚人の墓地があり，その面積が８万平方

メートルに達し，埋葬された囚人は万人以上になると推定される。現段階での発掘によれば，

遺体や人骨は雑然としており，一部は処刑された痕跡がある。囚人の殆どは鉄製の刑具をつけ

たまま死んだ様子が窺える 21）。

　景帝の陽陵及び囚人の墓の発見は，史家のいわゆる「文景の治」がただ虚妄の説にすぎない

ことを明らかにした。班固が景帝を称えた目的は，景帝の後と自称する後漢の皇室に媚を売ろ

うとしたものに他ならない。後の研究者が真実ではない歴史記録に基づいて研究して得られた

結論は，歴史の真実とかけ離れるものであって，それほど学術的価値がないのである。

21）陝西考古研究所編『漢陽陵』重慶出版社　2001年10月　参照
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唐代進士及第者の仲間意識

杉　井　一　臣

はじめに

　同じ歳に貢挙の進士科に及第した進士，互いを「同年」と呼び合った進士が共有していた仲

間意識とはどのようなものであったのであろうか。たとえば顧炎武は，その著『日知録』の中

で「同年」を「私恩結びて公義衰ふ」と批評し，官僚制の内部に私的な集団を作り出し，公益

よりも私益を優先させるものとして非難している1）。また趙翼は『陔余叢考』の中で「同年」

という言い方は唐代に生まれたものであると言い，唐人の言葉「同年は親と舊とに非ず」を引

用し，そうはいうけれども「其の同年の分誼已に親あり。」と言い，「同年」とは，極めて親密

な関係であると述べている 2）。

　果たして「同年」の進士が共有する意識，関係とはそのようなものであったのであろうか。

それは貢挙の制度の始まりと時を同じくして生まれたものなのかどうか。また「同年」の進士

の間で何を契機に形成されたのであろうか。また具体的にはどのような意識を共有していたの

であろうか。またその意識を共有する目的は何であったのだろうか。本稿では，以上のような

問題点にアプローチしていきたいと考える。

１　「同年」の仲間意識の形成

　貢挙の進士科の及第者について，「同年」の語が史書の中に頻出してくるのは，８世紀以後，

開元24年（736）に貢挙の試験が吏部の主催から礼部に移管された時期，すなわち礼部試が始

まった頃と考えられる 3）。これ以前，唐代の前半期に進士について「同年」という関係が問題

になったり，話題として史書に採り上げられる事例はほとんどみられない。

　「同年」の語が頻出してくる８世紀以後という時期，高等文官資格試験制度である貢挙には

大きな変化があったことが指摘されている。それは貢挙の進士科に応じる受験生が，家柄に重

点をおいた官学（国士監所属の６学・弘文館・崇文館・地方州県学）の生徒出身者から，郷試

１）『日知録』巻17

２）『陔余叢考』巻29

３）『唐摭言』巻１進士帰礼部，『冊府元亀』巻639
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を経て受験資格を得る郷貢に変化していったことである 4）。唐代前期の郷貢進士出身の礼部試

合格者は，咸亨５年（674）から景龍元年（707）までの進士科合格者数全体の１パーセントを

占めているに過ぎなかった。８世紀前半から郷貢出身者は，官学の衰退とあいまって次第に増

え始め，国子監と州県学の生徒の合格を保証するために，礼部試の受験生から郷貢出身者を締

め出す詔勅が２度に渡って出る〔天宝12載（753），広徳二年（764）〕にいたるほど，郷貢出

身者が急速に増加したといわれている 5）。ちなみに９世紀中葉の会昌五年（845）に発布された

挙格節文には，礼部試に応試する国子監をはじめとする学校出身者と郷貢の送付人数を所載し

ているが，そのうち進士について較べると，学校出身者は80名，郷貢は630名となっていて，

郷貢進士の割合が全体のほぼ９割に及んでいる 6）。

　また貢挙の管轄が，尚書省の吏部から礼部に移り，試験長官が吏部員外郎から礼部侍郎に変

更された理由については，郷貢出身者の増加という事実を踏まえて，試験長官の官品を高く

し，その権威を益すことで重視されてきた試験に対応し，かつ官人任官試験である吏部銓選と

資格試験である礼部の貢挙との分業化によって，業務を能率化する必要が生まれたということ

があげられている 7）。

　貢挙の進士科の合格者数は年間どれくらいの人数であったのであろうか。進士科の合格者数

を，妹尾達彦氏が『文献通考』の「唐登科記総目」に基づいて唐代進士合格者数の変遷を調査

したところに依ると，玄宗の開元年間頃より20～40名に安定しはじめ，文宗即位（827年）以

降，年間30人に固定された時期が断続的に続いていると指摘している。そして貢挙進士科の

受験生は，その主体が官学の生徒出身者から郷貢出身者に変化していく中で，開元年間の頃に

は400人くらいであったものが，唐末には1000人を越すまでになる，またその間合格者数は増

加しなかったので競争が激化してきたと述べられている 8）。そうすると「同年」の語が頻出す

る8世紀以後の進士科の年間合格者数は大体30人程度に終始したことになる。同じ貢挙の一科

目である明経出身者が年間100～200人に上るのに比べても合格者数は少人数であることがわ

かる。

　この時期の進士科及第者はほとんど郷貢出身者によって占められていることが分かったが，

つぎに進士科及第者の構成はどうなっているのであろうか。どのような社会的地位を占める人

間が含まれているのであろうか。この点については傅璇琮氏の指摘がある。それによると，県

の吏や商工業者，僧侶，藩鎮の将校の子弟，幕職官から再度進士科の試験に挑戦したもの，外

４）愛宕元「唐代郷貢進士と郷貢明経──『唐代後半期社会変質の一考察』補遺──」『東方学報（京都）』
四五冊，1973年

５）妹尾達彦「唐代長安の科挙制度と長安の合格儀礼」『律令制──中国朝鮮の法と国家』唐代史研究会
編1986年汲古書院刊，241頁。

６）『唐摭言』巻１「挙格節文」
７）妹尾達彦前注５）論文，241頁～242頁。
８）妹尾達彦前注５）論文，243頁～244頁。
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国籍のもの，貧窮な士人など，門地のある官人の家柄の者すなわち士の階層の者のみならず，

それ以外にも多彩な人材が含まれていたとされる 9）。すなわち進士及第者は特定の地域出身の

者や，特定の社会的身分の者が独占していたというわけではないということである。

　そうすると「同年」の進士が共有する仲間意識とは，進士科及第者の大部分を占めるように

なった郷貢出身者の生み出した仲間意識といえよう。

　進士科及第者が「同年」の仲間意識を共有することについて，その契機となるのは，試験合

格後におこなわれる一連の公私の合格儀礼にあると言われている。合格発表後，試験長官であ

る知貢挙宅での謝恩に始まり，期集院の宴会，大明宮の中書省都堂（政事堂）で行われる時の

宰相達と対面する過堂の儀式，知貢挙宅での宴会，それがおわると桜桃，月燈打毬，牡丹，看

仏牙，杏園探花宴など長安城内の名所で私宴をくりかえす。その後，関試と呼ばれる吏部選院

での試験，それを終えて合格儀礼の中で最後にして最大の宴会である曲江宴が催され，その後

慈恩寺の壁に進士合格者の姓名を記す慈恩寺題名で一連の合格儀礼は終了する。合格儀礼の中

で，私宴を繰り返すことで，進士及第者すなわち新進士は強い仲間意識を共有するようにな

り，「同年」と呼び合う存在になると言う 10）。

　私宴が「同年」の仲間意識形成に重要な役割を果たすことは，会昌３年（843）の中書の奏

に「二十二日中書覆奏，奉宣旨，不欲令及第進士呼有司為座主，趨附其門兼題名局等條疏進來

者。……自謂門生，遂成膠固。所以時風寖薄，臣節何施。樹黨背公靡不由此。臣等商量，今日

已後進士及第，任一度參見有司，向後不得聚集参謁及於有司宅置宴。其曲江大会朝官及題名局

席並望勒停。縁初獲美名，實皆少雋。既遇春節，難阻良遊。三五人自為宴樂並無所禁。唯不得

聚集同年進士，廣為宴会。仍委御史臺察訪聞奏。」（『唐摭言』巻３）とあり，合格儀礼につい

て，知貢挙と新進士とが結ぶ縦の関係（「座主－門生」），新進士同士が横の関係（「同年」の関

係）を結ぶことに警戒心を露わにしている。それは「黨を樹て公に背くは此れに由らざるは靡

し」という文言に明らかなように本来皇帝の手足耳目として働くべき官人が，朋党を形成し，

国家に背くことになる原点がこの関係を結ぶことだという認識である。そしてこの関係を結ぶ

きっかけになるのが，「（新進士の）三五人自ら宴樂を為すは，並に禁ずる所無し。唯だ同年の

進士を聚集し，廣く宴会を為すを得ず」とあるように，「同年」の進士が結集して宴会を開く

ことを厳禁していることから，同年の進士が結集して開く「私宴」であると国家の側は考えて

いることは明らかである。

２　「同年」の仲間意識の内容

　「同年」とは新進士及第者の間に生まれる仲間意識であるが，具体的にどのようなものであ

９）傅璇琮著『唐代科挙与文学』1986年陝西人民出版社刊，191頁～213頁。
10）妹尾達彦前注２）論文，251頁～258頁。
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ろうか。人口に膾炙しているのは，唐の憲宗が，許季同という人物の人事に対してなされた異

議申し立て─宰相の李絳が同年の友人に便宜を図ったこと─について，李絳に「人同年に於い

て固より情有るか」（人於同年固有情乎。）と問うたという記事である 11）。他のものとは異なる

親密な関係があるのか，という問いに，李絳は「同年は乃ち九州四海の人偶科第或いは登科を

同じうす，然る後相識る。情何に於いて然ること有らんや」（對曰，同年乃九州四海之人，偶

同科第或登科，然後相識。情於何有然。）と答え，単に同じ年に進士に及第しただけの関係に

過ぎないと言っている。李絳は否定はしているものの，この人事に関する情実の根底にあるの

が「同年」の関係であると当時の人が認識していたことを，この記事は物語っている。

　同年の仲間意識が発揮された事例として以下のようなものがある。憲宗の宰相であった皇甫

鎛という人物が同年の進士であった令狐楚を推薦して宰相に取り立てた。憲宗崩御の後，穆宗

が皇甫鎛を誅しようとした際，やはり同年の進士であり，当時宰相であった蕭俛が庇って一命

を救ったことがある。令狐楚も蕭俛も，憲宗の幸を得ていた宰相になる以前の皇甫鎛の推薦に

より翰林学士となり中書舎人になっている 12）。

　そのほか，敬宗の宝暦年間（824～825年），当時の権力者であった宰相の李逢吉に憎まれ，

罪をでっち上げられ殺されかかった李紳という人物を，同年の進士であった韋処厚がそのこと

を傷み，時の権力者の意向を意に介せずに，敬宗に上疏してその窮地を救い，死刑を減免して

李紳を左遷にするという処分に留めたということがあった 13）。

　また大暦八年の進士である章八元という人物が浙西節度使の韓晋公の宴席で自らの才を恃ん

で無礼をはたらき，公の怒りをかって厳罰に処せられようとしたとき，韓晋公の女婿であった

楊於陵が口をきいて章八元の窮地を救い，刑の執行を止めさせ，韓晋公に楊於陵のために法を

曲げることになったと言わしめたという記事がある。それには楊於陵が章八元のために口をき

いた理由として「同年を以て之を救う」（以同年救之）と記している 14）。

　武元衡と韋貫之とは建中四年の同年の進士である。武元衡が門下侍郎のとき，韋貫之は長安

県尉を罷めて選に赴き，武元衡は韋貫之を萬年県丞に任命した。後にそのことを武元衡は，

「某は先輩と同年に及第す。……先輩をして未だ塵土を離れざらしむるは，元衡の罪なり」（某

與先輩同年及第。……使先輩未離塵土，元衡之罪也。）と人事について力になれなかったこと

を謝っている 15）。このことは逆に先に立身したものが同年の友人のために便宜を図るというこ

とが普通のことであったことを示していると思われる。

　さらに自分の出世の機会を棒に振っても同年の友人との別れを優先するという事例もあ

11）『資治通鑑』巻238

12）『旧唐書』巻172令狐楚伝
13）『旧唐書』巻159韋処厚伝
14）『南部新書』巻９

15）『太平広記』巻154韋貫之
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る 16）。白敏中は李徳裕から朝廷の大官を招いて宴席を設け出世の機会にするようにと資金を融

通してもらい宴席を設けたが，その当日同年の友人賀抜蒂が幕職官の職を求めて都落ちするた

め，別れを告げに訪ねてきたとき，白敏中は，招待した大官たちをさしおいて，賀抜蒂との別

れの宴を優先させた。そのときの言葉は，思いがけないきっかけによって出世の糸口を得るの

は，我が身を起こすというのに値しない。朝廷の大官に自分を売り込むことより同年の友人の

ほうが大切である（「苟以僥倖取容，未足発吾身。豈有美饌上邀当路豪貴，而遺登第故人。」）

であった。

　これらの事例は王朝の人事や罪を得た仲間，また不遇な「同年」の友人に対して「同年」の

進士のとった態度を示しているが，それらを通して「同年」の進士の結束が極めて堅いという

ことがわかる。

３　『太平広記』巻427「李徴」にみえる「同年」の仲間意識

　「李徴」の物語は，虎に変身した男が嘗ての友人とめぐり会い，久闊を叙しそして別れると

いうものである。一見荒唐無稽な話のようではあるが，その内容を子細に見てみると「同年」

の友人の話であることがわかる。まず初めに主人公の李徴が郷貢進士として礼部試に応試し

（「従州府貢焉」），天宝十五載春に，知貢挙である尚書右丞楊元のもとに進士に及第したことが

語られる（「天寶十五載春，於尚書右丞楊元榜下登進士第」）17）。かれは虎に変身した後，袁傪と

いう人物にめぐり会う。二人の関係は，袁傪は李徴と同年の進士であり，関係が極めて親密で

あったと地の文で述べられる。（「傪昔與徵同登進士第，分極深。」）。虎になった李徴が，倶に

進士に及第しながら監察御史になり超エリートコースを順調に歩んでいる袁傪にお祝いの言葉

を述べると，袁傪はむかしわたしはあなたと同年に進士に及第し，その親密な関係は一般の友

人達とはまったく異なっていた（「往者吾與執事同年成名。交契深密異於常友。」）と言葉を返

す。虎になったいきさつを聞かれた李徴は，そのいきさつを語り終えると，わたしはあなたと

同年に進士に及第し，二人の付き合いはことのほか深かった（「嗟夫我與君同年登第，交契素

厚。」）と言い，いまあなたは出世街道を歩み，同年の仲間の期待の星であり，一方自分は永遠

に人間の世界から疎外される獣になってしまったと嘆く（「（君）今日執天憲，輝親友。而我匿

身林藪，永謝人寰。」）のである。本文中では，李徴，袁傪の両人の言葉の中にしきりに「故

人」という言葉が使われる 18）。この「故人」という言い方はここでは，「同年」の関係のもとに

16）『唐語林』巻３

17）徐松撰，孟二冬補正『登科記考補正』巻九によれば，天宝十載，知貢挙兵部侍郎李麟の下に及第した
と考証している。

18）『太平広記』巻427李徴の中で，「故人」の語は「傪昔與徵同登進士第，分極深。别有年矣。忽聞其語，
既驚且異，而莫測焉。遂問曰，子為誰。豈非故人隴西子乎。」，「傪曰，往者吾與執事同年成名。交契深
密異於常友。自聲容間阻，時去如流。想望風儀，心目倶斷。不意今日獲君念舊之言。雖然，執事何為不
我見而自匿於草莽中。故人之分豈當如是邪。」などと見えている。
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形成された友人関係を指すと考えてよい。

　二人の別れ，それは二人にとって永遠の別れになるのだが，その別れに際して李徴は袁傪に

二つのことを依頼する，一つは自分の残された家族のこと，すなわち自分の消息を知らせ，こ

れといった資産もない自分にかわって家族の面倒を見てくれないか（「吾於人世，且無資業，

有子尚稚固難自謀。……必望念其孤弱，時賑其乏，無使殍死於道途，亦恩之大者。」）というこ

とである。これは二人の関係が誰にも負けないほど親密だから（「昔日之分，豈他人能右哉。」）

お願いするのだと李徴はいう。それに対して袁傪は，あなたとわたしは喜びも悲しみも倶に分

かち合った仲間であるからには，あなたの子はわたしの子と同様であり，必ず期待に添えるよ

うにする（「傪與足下休戚同焉。然則足下子亦傪子也。當力副厚命。」）と答える。二つ目の願

いは，自分がこの世に生きた証である自分の作った詩文を天下に公表してもらいたい，公表に

値しないのならせめて子孫に伝わるようにしてもらいたい（「我有舊文數十篇，未行於代。雖

有遺稿，盡皆散落。君為我傳錄。誠不可列人之（口）閾，然亦貴傳於子孫也。」）ということで

ある。袁傪は引き受け，虎である李徴の言葉を部下に口述筆記させた。

　李徴と別れ使命を終えて都に帰った袁傪は，李徴の残された家族に李徴の消息を伝え，そし

て李徴の家族に自分の俸給の半分を渡してその生活の面倒を見たとこの物語は結ばれる。

　この物語からは，「同年」と呼ばれる人間関係は，「同年」の者の家族の面倒を見ることをい

とわない，友人の作品を世に出す，喜び・悲しみを共有する，心の中を何もかも話せる，秘密

を共有できる，などということが知られる。このことから「同年」とは，深い信頼で結ばれた

関係であるといえよう。同年の仲間意識の根底にあるのは，仲間に対する深い信頼である。

　「同年」の友人の関係は同年どうしだけに止まらず，その関係が家族にまで及ぶというのは，

小説の世界にだけ限られることではない。劉禹錫の「送張盥赴挙」19）という詩は，張盥という

人物が貢挙の進士科の試験を受けに都に赴くにあたって餞（はなむけ）として贈った詩である

が，その序の中に，現在は一緒に進士の試験に及第した者を「同年」の友と言い，じぶんは張

盥の父の「同年」の友であると言っている。（「今人以偕升名為同年友。……余於張盥為友丈

人」），そして都には有力な官人として尚書右丞衞大受，兵部侍郎武庭碩という同年の友がいる

から頼れといっている。（「爾今持我詩　西見二重臣　成賢必念舊　保貴在安貧」）劉禹錫は衞

大受，武庭碩，柳宗元などとともに貞元九年（793）の同年進士である。衞大受，武庭碩の二

人の大官は長慶三年（823）に在任している 20）。進士及第の後，三十年を経過しても同年の関係

は希薄にならないし，その関係は子にまで及ぶのである。ましてその三十年の間には劉禹錫は

柳宗元とともに参加した永貞の政治改革（805年）に失敗し長期にわたって中央政府から遠ざ

19）『劉禹錫集』巻28

20）衛大受（中行）については，厳耕望撰『唐僕尚丞郎表』巻八479頁，武庭碩（儒衡）については，同
書巻十八956頁に所載されている。
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けられていたにもかかわらずである 21）。

おわりに

　「同年」の仲間意識は，同じ年に及第した高等文官資格試験制度である貢挙の進士科の及第

者が共有するものであり，そういう意味では国家の作り出した制度によって生み出されたもの

である。その意識は制度が作られた当初から進士科の試験の及第者が共有したものではなく，

郷貢出身者が受験生の大半を占めるようになってきた，すなわち貢挙の所管が吏部から礼部に

移行した８世紀半ばを過ぎる頃から顕在化してくる。「同年」の仲間意識とは，郷貢出身者が

生み出したものといえよう。

　この仲間意識は年ごとの進士及第者が持つものであるから，30人前後の人間が共有する意

識にすぎない。すなわち小集団の構成員を結びつける仲間意識である。この意識は進士及第の

後，一連の合格儀礼と繰り返され曲江宴で終止符を打つ宴会を通して形成される。

　「同年」の仲間が窮地に陥り，罪を得ることになれば救済に努め，人事に関しては自分がそ

れを左右できる立場にあれば，同年の仲間を優先的に引き上げる，時には自分の出世より同年

の仲間のことを優先させたりする。同年の進士及第者の仲間は相互扶助に基づいた極めて強固

な結合関係を持っている集団といえる。そしてこの結合関係を支えているのが仲間に対する深

い信頼であった。

　「同年」の仲間意識，は，出自や門地，出身地にほとんど共通性を持たない同年の進士どう

しが，唐後半期の官僚界を生き抜くために生み出したものといえるのではないか。

21）当時，劉禹錫は貶黜されて６年間連州刺史を務めた後，量移されて長慶元年から４年まで夔州刺史の
任にあった。
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拝火教と突厥の盛衰

王　　　小　甫
（河上　洋 訳）

　唐の姚汝能が撰した『安禄山事迹』は，冒頭に「安禄山，営州の雑種胡なり。小名は軋犖

山。母は阿史徳氏，突厥の巫たりて，子なく，軋犖山に祈り，神応して生まる。」と述べ，そ

の自注に「突厥，闘戦神を呼びて軋犖山となす。」1）という。しかし，名を軋犖山という闘戦神

が果たしていずれの神格であるのか，現在に至るまで解答がない 2）。2004年８月，北京大学中

国古代史研究中心が「蒙古歴史文化」研究班を組織し，モンゴルに赴いて「自然環境と歴史文

化の関係」をテーマとした野外研究を行った。その国のアルハンガイ省ハシャート県ホショー

ツァイダムにおいて，そこは有名な闕特勤碑と毗伽可汗碑が立つ地方であるのだが，研究班員

がその文物陳列室で一つの重要な文物を発見した。それは闕特勤の墓地から出土した一個の赤

い花崗岩の巨大な石板であり，その表面には，近年国内の虞弘墓などで出土した葬具上にあっ

たものと類似した，鳥の姿をした祭司が向かい合って聖火を護持している図案が線刻されてい

るが，この巨石は線刻の上半部が欠けており，図案も国内で出土したものに比べると簡単で粗

雑である 3）。この文物は，古代突厥文化やその政治，歴史発展を研究する上で何物にも代え難

１）〔唐〕姚汝能撰，曾胎芬校点『安禄山事迹』（上海古籍出版社，1983年），１頁参照。『新唐書』巻225

上，逆臣安禄山伝は「虜の謂う所の闘戦神なる者」とし（中華書局標点本，6411頁），『旧唐書』巻200

上，安禄山伝は「突厥は闘戦を呼びて軋犖山となす」としている（中華書局標点本，5367頁）。
２）ペルシア語の専門家ヘニング（W.B. Henning）は，かつて軋犖山を完全にソグド語の rw γ šn であ

り，意味を「光明，明瞭」であると解釈した（栄新江『中古中国与外来文明』〈三連書店，2001年〉
224–225頁参照）が，明らかにこれは「突厥は闘戦神を呼びて軋犖山となす」という言い方を軽視して
いる。日本人岡崎精郎はかつてこの言い方に言及したが，ただ字面から判断して「戦神」としただけ
で，探求することはなかった（「後唐明宗と旧習」上〈『東洋史研究』1–4，1945年〉52頁）。

３）私は，この文物が，研究班の中で北京大中古史中心の羅新副教授と中国社会科学院歴史所の呉玉貴研
究員が真っ先に見出したものであることを説明しなければならない。当時この暗紅色の巨大な石板はそ
の他の石板と一緒に陳列室の出口付近に配置されていたが，羅，呉の二人は最初に石板上の鳥が向かい
合った図案と鳥の中間の火壇を見出し，その後私を呼んでともに仔細に調査と鑑定を進めたのである。
現在，彼らは私にこのような論考を書き，正式にこの発見を公表することを委託した。私はまず彼ら
と，文物の写真を提供してくれた北京大歴史系の李新峰副教授に感謝しなければならない。
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い価値を有している 4）。筆者は，このような鳥身祭司はまさに闘戦神をかたどったものであり，

本来拝火教の神 Verethraghna（Warahrān/Bahrām）の化身の一つであると考えている。本

稿では，関連する文物と文献史料を結びつけ，先人の研究成果を取り入れて，この文物の価値

と意義について解釈を試み，同時にそこに反映された拝火教と突厥の政治的盛衰との関係につ

いて簡単に検討を加えるつもりである。憶測をたくましくしてしまったところは，専門家の批

評，指正を願いたい。

１　拝火教神話における鳥の形象とそれが象徴する意味

　学界では「この種の半人半鳥の祭司が火壇を護持する形象は，最も特徴的な祆教の図案であ

る」5）ことが広く認められている。祆教はすなわちゾロアスター教（Zoroastrianizm）であり，

古代イランに源を持ち，その主要な儀式が祭司の指導のもとに聖火を礼拝することであるた

め，拝火教（fire-worship）とも称される 6）。この種の「人頭鷹身の Xvarenah 鳥はすなわち聖

鳥 Senmurv の一種である」と主張する者もいる 7）。

　いずれにせよ，ただイランの神鳥（Simorgh）の三本爪という一特徴がすなわち，近年出土

した葬具上の鳥身祭司と同じであると判断するのを難しくしている。なぜならば，我々はこの

種の祭司がみな典型的な四本の鳥爪（後方に突出した大きな爪）であることを見ているからで

４）私はかつて図片を国際的に著名な隋唐史と中央アジア史の専門家である張広達先生に送って鑑定して
もらったことがある。彼は返信で「鳥身祭司の形象は大変重要であり，missing link といえる」と言っ
ている（2004年９月23日 email）。

５）栄新江『中古中国与外来文明』164頁。
６）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』（Mary Boyce, Zoroastrians. Their Religious 

Belief and Practices, London and New York: Routledge & Kegan Paul, 1987）64頁。祆教は中原の
古い訳語であり，本稿は突厥に言及しており，わかりやすいようにただ拝火と称する。林悟殊『波斯拝
火教与古代中国』（新文豊出版公司，1995年）作者前言ｉ頁参照。

７）姜伯勤『中国祆教芸術史研究』第七章第二節「人頭鳥身図像与祆教赫瓦雷神」（三連書店，2004年）
104頁。また，フランスのグルネらはハーバード大学イラン学教授 Oktor Skjaervø の意見を引用して，
西安史君墓の葬具上の鳥身祭司を為奈何橋（the Chinwad bridge，本来「分離の橋」を意味する）の
たもとにいる霊魂の審判者の一人 Srōš，その化身の一つが雄鳥となったものに比定する傾向がある

（Frantz Grenet, Pénélope Riboud et Yang Junkai, 《Zoroastrian Scenes on a Newly Discovered 
Sogdian Tombs in Xiʼ an, Northern China》, Studia Iranica 33, 2004, p.278–279. エール大学のハンセ
ン〈Valerie Hansen〉教授が手紙と全文のコピーを提供してくれたことに感謝する）。しかし，この比
定を受け入れると鳥身祭司の出現と霊魂救済の場面が必然的に一緒にそろっているはずであり，これで
はいくつかの霊魂救済場面をともなわない鳥身祭司（虞弘墓や安伽墓等のような）の解釈が難しく，そ
の他の拝火教の葬具上の祭司が鳥身ではないことを説明することもできないし，さらに装飾が華麗な拝
火教葬具とこの現象自身が矛盾する。換言すれば，火を奉ずる鳥身祭司自身は霊魂の審判者ではあり得
ず，現世の人間の精神的な要求と関係があるに違いない（後述）。その上，もし本当に霊魂審判を反映
する必要があるのなら，このような場合において真っ先に出現しなければならないのは主神のミトラで
あって，その脇侍の一つではないはずである（メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』27

頁参照）。これにより，Skjaervø の比定は取るべきではない。
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ある。また，Xvarnah/Khvarenah すなわち霊光神の化身は，隼をかたどった Vareghna 鳥で

ある。しかし，拝火教典『アヴェスター』の中では，Vareghna は決してただ霊光神の象徴と

いうだけではなく，同時に別の重要な神格 Verethraghna/Bahram の化身であり，かつ後者と

さらに密接な関係があり，その特性を発揮するなかでさらに重要な働きをする。「『アヴェス

ター』では，Verethraghna は古代の闘戦神（warrior god）が持つ特徴，いかなる抵抗と防御

をも粉砕，勝利する力を持った化身，攻撃中において示す強大で抵抗することのできない一種

の力を備えている。このために，彼は Vanaintī Uparatāt ʻ優勢を勝ち取るʼ と関係があり

（Yasht: 14.0,64），yazatanam zayō. t mō ʻ諸神中最も高度に武装しているʼ（Yasht: 14.1），

amavast mō ʻ最も攻撃の力を与えられているʼ（Yasht: 14.3），xvar nah uhast mō ʻ最も霊光

を与えられているʼ（Yasht: 14.3）として尊ばれている。彼はつねに敵，（悪）人や魔鬼

（daēvas），巫師（yātus）や異教徒との戦いの作戦中にあると想像されている（Yasht: 

14.4,62）。」8） このため，私は拝火教の神 Verethraghna/Bahram を漢文史料に記載される突厥

の闘戦神と同じであり，名はその実態にともなったものというべきである，と考える 9）。

　葬具上で通常見られる火壇を護持する祭司に闘戦神の形象を付与することはどのような特殊

な意義があるのだろうか。

　近年の研究は，東イラン文化世界において，とりわけ外へ出て活動するソグド人の隊商と集

落では，祭司（宗教事務）はしばしば「薩保 / 薩宝」と呼ばれる隊商の首領によって兼領され

ることを明らかにしている 10）。伝統的な共同体においては，実際上外に出る隊商の首領は祭司

から任じられた可能性が高い。この種の状況は近代以前のインドのパールシー人移民共同体に

もやはり見られる。移民共同体のこの種の状況は，我々に鳥身祭司がすなわち闘戦神の化身か

もしれないという一つの比定に一歩進んだ論拠を提供してくれる。なぜならば，「拝火教の共

同体では，たとえササン朝滅亡以後でも，闘戦神はまさに巨大な声望を得ていた。事実上，闘

戦神がいつもその突出した地位を保持していたのは，後の ʻ戦神の火ʼ（vərə θ ra γ an- ātar, 

the ādūr ī warahrān or the Ātaš Bahrām）との連想によるだけではなく，それが家を出る人

８）ニョリ「闘戦神・１，古代と中古のイラン文献」（『イラン学百科全書』第３巻）《G.Gnoli, “Bahram, 
i. In Old and Middle Iranian Texts”, Encyclopaedia Iranica, vol.III, ed. Ehsan Yarshater. London 
and NewYork: Routledge & Kegan Paul, 1989》510–511頁左欄及び513頁左欄参照。

９）安禄山は東イラン語を操るソグド人であり，「軋犖山」（『広韻』で音は *æt lɔk ʃæn と推測できる）
は，Verethraghna あるいはその歴史的に変形したものの音訳であろう。史料中に光がこの神を照らし
出しているのは，宗教的象徴において霊光神と Vereghna 鳥を共有している特徴を反映している。ある
いは Verethraghna/Bahram を直ちに勝利の神と称する者もいるが，しかし拝火教には別に勝利の神
Vanant が 存 在 す る。「 ヤ シ ュ ト 」 第21篇 は そ の 専 門 の 頌 歌 で あ る。http://www.avesta.org/ka/
yt21sbe.htm（2005年10月15日）参照。

10）栄新江「薩保与薩薄；北朝隋唐胡人聚落首領問題的論争与弁新」（叶奕良編『伊朗学在中国論文集』
第三集，北京大学出版社，2003年）128–143頁参照。
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や旅行者の保護神の役割を果たしたことによる。」11）メアリー= ボイスはこう指摘している。

「彼（闘戦神）は重要な保護神として尊ばれ，やや後の時代には旅行者や行商人特有の守護神

となった。彼の頌歌（yasht）はいつもそれらの旅の途中にある人たちが刻んだ思いのために

吟唱される。」12）拝火教において，いわゆる “闘戦神の火” はまさに最高級の聖火である 13）。

　これによって，闘戦神が商人の行旅を守る神となり，これが祭司がその化身の形象を付与さ

れた重要な原因の一つであろうと考えられる。同様に，祭司が闘戦神の形象を付与された地方

では，その共同体の多くが故郷を離れ，家を出て外にあり，当然，自らのおかれた文化風土を

イラン世界の外へさえも押し広めたであろうことが想定できる。現在刊行されている資料から

見ると，葬具上の火に仕える祭司が鳥身をしている文物は，均しく中原内地かモンゴル高原か

ら出土している。中央アジアとソグド本土から出土した類似の葬具上には火に仕える祭司は均

しく人の姿をしており 14），両者の間の区別は注意すべきである。少なくとも，最近の研究は，

たとえソグド人が中古の中国において直接的に商胡，賈胡，興（生）胡と称されていて，行商

的色彩がきわめて濃厚であっても，その本土においては商業貿易はかえって「ソグド芸術中最

も欠失した部分」であることを明らかにしている。「サマルカンドの壁画のいわゆる ʻ異国風

情ʼ の特徴のなかには，明らかに貿易や長途の商旅の消息が欠けており，大量のさまざまな形

式のソグド壁画もみなこのようである。」「ソグド地方は主に一つの商業貿易共同体であるが，

その芸術はこれまで商人のために表現されることはなかった。」15）この種の状況は，葬具上の闘

戦神の化身の形象は主に故郷を離れた在外共同体の守護神のために作られ，隊商の首領となっ

た祭司に付与されたという我々の推測を強化する。

　しかし，我々は葬具上に見てきた鳥身祭司を闘戦神の化身の一つ Vareghna 鳥であるとした

上で，それではその上半身の人の姿は何から来るのか，あるいはどう解釈すべきなのだろう

か？　この鳥身人形はまさに拝火教における闘戦神と霊光神の密接な関係を反映しており，上

半身の擬人の造形は霊光神の特殊な象徴「王者の霊光」から来ているに違いない。いわゆる

「王者の霊光」はすなわち古代ペルシアの浮き彫り上のある種の鳥の翼と尾を持った光盤

（Faravahar/Farohar/Farrah）であり，上部は一人の男性貴人の形（ベヒストゥン摩崖上に見

られるような）をなしている。この図案はかつてヨーロッパの学界で拝火教の最高神アフラ =

マズダ（Ahura Mazda）とすべきだとされてきたが，近年の研究はすでにこの誤解を正して

11）ニョリ「闘戦神・１，古代と中古のイラン文献」（『イラン学百科全書』第３巻）513頁右欄参照。
12）『拝火教研究経文史料』30頁，闘戦神頌歌選訳小序参照。
13）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』xv，64–65頁参照。
14）栄新江『中古中国与外来文明』156–157頁図30，31，165頁図35，36，施安昌『火壇与祭司鳥神』（紫

禁城出版社，2004年）82–86頁図43–49参照。
15）グルネ（Frants Grenet）著，毛民訳「粟特人的自画像」（栄新江等主編『粟特人在中国―歴史，考古，

語言的新探索』，中華書局，2005年）312–313頁参照。あわせて同書所収のエティエンヌ「結語」497–
500頁を参照されたい。
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いる 16）。

　「王者の霊光」の宗教的象徴を，我々は出土葬具の鳥身祭司の図案上にもやはりいくつか観

察することができる。例えば，腰帯（中央の光の環と同じであるとみられる）と腰から下がっ

た二条の細帯 17），三層の羽毛（虞弘墓，安伽墓）である。祭司の奉る火と腕の間に立ち上るリ

ボン状のものはまた保持・承諾と上を向いて祝福する動作と等価のものとみることができる。

最も明らかなところはそれぞれ，虞弘墓の葬具上では祭司は火に仕えると同時に手で口を覆う

動作をしている（安伽墓と史君墓の祭司の図像はマスクをしている）ことである。研究によれ

ば，手で口を覆うのは拝火教が哀悼の儀式を挙行する際の特有の手つきである。ペルシアの

パールス付近にあるダレイオスの陵墓入り口の石刻上に，アケメネス朝ダレイオスの３人の貴

族が，みな手を挙げて袖で口を覆い，哀悼の手つきをしている。現在に至るまで拝火教祭司が

死者を弔うために経文を読む時にはやはりこの種の手つきをすることになっている 18）。すでに

刊行されているソグド本土サマルカンドの「大使出行図」壁画のなかで，南壁に国王が多くの

人馬を率いて父母の陵寝へ行き神を祭るところが描かれており，「画面で幾人かの随行者が儀

式挙行用のマスク（padam）を着けている」19）のも，明らかに哀悼の行為に属する。これに

よって，葬具上の祭司の形象は本来哀悼の形式であるが，特殊な要請によって鳥身人形（闘戦

神＋霊光神）に改造されたと考えられる。

　拝火教の伝統習俗は遺体を天に曝す葬法であるが，王者の遺体が保存され続ける理由は，国

王の「王者の霊光」観念と関係がある可能性が高く，彼の陵墓に還って留まったなら，彼の継

承者と広大な民衆を慈しみ守り続けると考えられた。この種の礼俗は草原上にも伝わったこと

を証拠が示している 20）。国王以下顕貴の築く石室は主に遺体を曝したあとの骨を納めるための

ものであるが 21），しかしある石室に精美な彫刻で装飾したことは，「王者の霊光」の観念が依然

として影響を持ち，人々は首領の天にある霊が引き続き彼の共同体の幸福を願い守ることを望

んだことを説明している。もちろん，碑志題記の類を残す現象からも，「非常に多くの拝火教

徒もまた明らかに，死者に対する記念を表示するという一般人のある種の考え方を持ってい

16）メアリー= ボイス「アフラ = マズダ」（『イラン学百科全書』第１巻〈M. Boyce, “Ahura Mazda”, 
Encyclopaedia Iranica, vol.I, ed. Ehsan Yarshater. London, Boston and Henley: Routledge & 
Kegan Paul, 1985〉）686頁右欄参照。この象徴図形の源流に関しては Mary Boyce『拝火教徒，その宗
教信仰と習俗』58頁が参考になる。図案に関しては〈http://www.crystalinks.com./faravahar.html〉

（2006年５月６日）参照。火壇を奉じた祭司も「王者の霊光」に随伴しているのを見出すことができる。
17）この点は北京大中古史中心羅新の教示を受けた。
18）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』57–58頁参照。
19）グルネ著，毛民訳「粟特人的自画像」307頁及び319頁図１参照。
20）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』52頁参照。
21）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』59–60頁参照。
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る。」22）ことを見出すことができる。私は，これも我々が今日虞弘墓，安伽墓などの拝火教の特

徴を持った，骨を納める石室と葬具を多く見ることのできる重要な要因であろうと考える23）。

例えば安陽出土の北斉石棺の門柱上の火壇と祭司，山西から出たと伝えられる北斉墓の彩色石

彫屏風画（現在日本の Miho 博物館に所蔵）などのように，中国国内にはなおその他の拝火教

芸術の特徴を持った墓葬文物が発見されており，火に仕える祭司はみなマスクをして哀悼の様

子を表しているが，しかし全身人の姿をしており，前述した中央アジアとソグド本土から出土

した，骨を納めるかめの上の祭司の形象と同様である 24）。私は，このような状況は純粋に「非

常に多くの拝火教徒もまた明らかに，死者に対する記念を表示するという一般人のある種の考

え方を持っている」ということの中国での具体的な現れであると考える。

　上に述べたことをまとめると，私は次のように推測する。葬具上の火に仕える祭司図が鳥身

人形（闘戦神＋霊光神）をなすのは，イラン世界の外の拝火教を信奉する政教の首領が骨を納

める石室の一つの特徴である。それでは，首領たちがこのようにすることはどんな意義がある

のか？　我々は一つの典型的な例を見ることにしよう。研究によれば，唐朝の叛将安禄山はソ

グド人であり，柳城の胡人集落から幽州の軍事集団に至って，安禄山はずっと首領でありつい

には最高首領に至った 25）。『安禄山事迹』はおおむね次のように言っている「母は阿史徳氏にし

て，突厥の巫たりて，子なく，軋犖山に祈り，神応して生まる。この夜，赤光傍照し，群獣四

鳴し，気を望む者は妖星の芒熾にしてその穹廬に落つるを見る。その母，以て神となし，遂に

軋犖山と命名す（原注；突厥は闘戦神を呼びて軋犖山となす）。後すなわち姓を冒して安氏と

し，禄山と名づく」26）「禄山」という名は私の見るところによるとペルシア語の roshān「光，

明瞭，光輝」という語の音訳である。これによると，安禄山はその二つの名をもって，自分が

闘戦神と霊光神の二位一体の存在であることを誇示している。何故このようにしなければなら

なかったのか？　『新唐書』逆臣安禄山伝に明白に説明している一節がある。「大会に至り，禄

山，重牀に踞し，香を燎し，怪珍を陳し，胡人数百，その左右に侍して，諸賈を引見し，犠牲

を陳し，女巫前に鼓舞し，自らをもって神とす。」27）つまり自己を神格化しようとしたのであ

る。

22）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』90–92頁，セレウコス朝，パルティア時代の火
廟と像祠及び殯葬習俗に関する項参照。

23）あわせて張広達「再読晩唐蘇諒妻馬氏双語墓志」（袁行霈編『国学研究』第10巻，北京大学出版社，
2002年）1–22頁を参照されたい。

24）栄新江『中古中国与外来文明』156–157頁図30，31，165頁図35，36，施安昌『火壇与祭司鳥神』（紫
禁城出版社，2004年）68頁図35，82–86頁図43–49，92頁図54参照。

25）栄新江『中古中国与外来文明』228–233頁参照。
26）『安禄山事迹』１頁。
27）『新唐書』巻225上，6414頁。
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２　拝火教と突厥の興隆

　突厥人とソグド人の歴史的関係について，少なくとも上層部においては一種の融合した種族

文化関係を形成していたという，最近のフランス人エティエンヌによる系統的研究がすでにあ

る 28）。私はここではただ突厥人と拝火教信仰について一歩進んだ論証をすることにする。

　まだ突厥汗国が建立される（552年）前に，拝火教徒の草原上での活動があり，これはすで

に1999年太原で発掘された虞弘墓によって証明されている。虞弘墓は最も早く鳥身祭司を描

いた葬具が出土したが，その墓志に「公，諱は弘，字は莫潘，魚国尉紇麟城の人なり。」29）と記

載されている。考証者の意見によれば，虞弘は，『隋書』虞慶則伝に「本姓魚，その先，赫連

氏に仕え，遂に霊武に家し，代々北辺の豪傑となる。」とあるように，本来姓は魚であり，国

名を姓とした。赫連氏は，十六国時代に匈奴鉄弗部酋長赫連勃勃によって統万城（現在の陝西

北部靖辺紅墩界下城子）を中心として建てられた夏政権（407–431）を指し，非常に早く魚国

人の北方部族中での活動があったことを見ることができる。虞弘の字である莫潘は，拝火教で

の高級祭司 mōbad の音訳にちがいなく，その名称は古代ペルシアの *magupati に由来し，本

来マグの首領（祭司長）を意味する 30）。魚国が果たしてどこにあるのか，学界ではそれぞれ意

見が異なる。私は，墓志中の魚国の城名である尉紇麟は *ut ɣət lin であると推定することが

でき 31），この発音は Gurgāndj/Ürgen の名と同じとすることは難しくないと考える。周知の通

り，Gurgāndj/Ürgen は古代の Khwārazm の首都であり，その地はアム川下流の三角州にあ

る 32）。Khwārazm は唐代には音訳して貨利習弥，火尋などと称し，モンゴルの征服に至るまで

花刺子模と称し，その後しだいに Khīwa の名で知られるようになった。Khwārazm/Khīwa と

いう一地名の誕生と演変がどのような複雑な民族文化の過程を経てきたのか，現在確実に考証

して知ることはきわめて難しい 33）。いずれにせよ，虞（魚）字の古音は *ŋǐwa であると推定す

ることができ 34），この発音は Khīwa の名と同じであるとすることは何の困難もない。これに

よって，私は魚国が古代の Khwārazm/Khīwa であると考えたい。

28）エティエンヌ『ソグド商人史』（Étienne de la Vaissière, Sogdian Traders:a History. Translated by 
James Ward, Leiden Boston: Brill, 2005）202頁参照。

29）本文に引用する虞弘墓志は，みな張慶捷「虞弘墓志考釈」（栄新江主編『唐研究』第七巻，北京大学
出版社，2001年）145–176頁による。

30）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』65，78頁など参照。
31）プリーブランク『古漢語擬音字匯』（Edwin G. Pulleyblank, Lexicon of Reconstructed Pronunciation 

in Early Middle Chinese, Late Midlle Chinese, and Early Mandarin, Vancouver: UBC Press, 1991）
122，194，384頁参照。

32）スプラー「ウルゲンチ」（『イスラーム百科全書』WebCD 版第２巻〈B. Spuler, “Gurgāndj”, The 
Encyclopaedia of Isram, II: 1141b, WebCD edition, Brill Academic Publishers, 2003〉）参照。

33）ボスワース「ホラズム」（『イスラーム百科全書』WebCD 版第４巻〈C.E. Bosworth, “Khwārazm”, 
The Encyclopaedia of Isram, IV: 1060b, WebCD edition, Brill Academic Publishers, 2003〉）参照。

34）郭錫良『漢字古音手冊』（北京大学出版社，1986年）111頁参照。
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　ある漢文文献は火尋（すなわち魚国）をソグド人の主要な昭武九姓の一つに数えている35）。

これは両地が歴史上時として分かれたり一体化していたりした状況を反映している 36）。旧ソ連

の東方学者カブラフの説によれば，古代花刺子模人の宗教観念は，「まず不滅の火に対する崇

拝に表現され，農業と牧畜の神に対する崇拝に表現される。このほか，アナーヒターと彼女の

伴侶であるシュ・ワフシュ（Su-Vakhsh）の像をいつも見出すことができる。」37）女神アナーヒ

ター（Anahita）は母性の女神，河水の女神，さらに豊穣崇拝などの神格を兼ね備え，拝火教

での地位は高く，アフラ = マズダ，ミトラとともに古代ペルシアの帝王に尊ばれて三連神

（triad）となり，闘戦神と結びついて普遍的に供奉される主要な対象となった 38）。これらの理

由から，私は唐代の Khwārazm を漢字で音写して「火尋」としたのは，今日の香港・マカオ・

台湾地区に常に見られるやり方のように，音義兼用の意味があった可能性もあると疑ってい

る。

　拝火教は，早くから柔然のような北方民族治下で虞弘家族のような中央アジアの移民集落で

活動し，草原上にもたらされたが，このことがまさに突厥人に機会を与えた。『周書』突厥伝

の記載によると，突厥はもと「茹茹に臣となり，金山の陽に居り，茹茹の鉄工となる。金山，

形は兜鍪に似，その俗兜鍪を謂いて突厥となし，遂に因りて以て号となし」，552年茹茹（す

なわち柔然）を破って建国した。現代の学者の研究によれば，漢字の「突厥」は突厥語の

Türk の複数形 Türküt の対音であり，単数形の Türk は音訳して漢字の「鉄勒」になってい

る 39）。明らかに，突厥と鉄勒はもともと決して異なるものではなく，鉄勒は古代に突厥語を操

る人々の一種の汎称である。それなら，特に突厥という名が代表する人々はどのように一般の

鉄勒人のなかで区別されてきたのだろうか？　言い換えれば，突厥は何によって鉄勒人のなか

から興起して北方草原の統治者になったのだろうか？　私は，非常に重要な原因は彼らが新し

い宗教，すなわち拝火教に改宗し，これによって古い社会の伝統を突破し，民衆の新たな精神

力を凝集した民族集団を獲得したことだと考える。この点に関しては，史料に記載される突厥

の起源に関する各種の伝説中にみな反映されている。

　『北史』突厥伝（『周書』突厥伝も同じ）は次のように記している。「突厥の先，索国に出で，

匈奴の北に在り。その部落の大人は阿謗歩といい，兄弟七十人，その一は伊質泥尼師都とい

35）『新唐書』巻221下，西域伝下，6243頁参照。関連研究として向達『唐代長安与西域文明』（三連書店，
1979年）12頁以下を参照されたい。

36）上に引いたボスワース「ホラズム」（『イスラーム百科全書』WebCD 版第４巻），カブラフ著，肖之
興訳『中亜塔吉克史』（中国社会科学出版社）71頁参照。

37）『中亜塔吉克史』71頁参照。
38）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』61–62，90，106頁参照。
39）ペリオ「漢訳突厥名称之起源」（馮承鈞の訳文が『西域南海史地考証訳叢続編』〈商務印書館，1934

年〉に所収）48頁参照。あわせて『中国大百科全書』（中国大百科全書出版社，1986年）民族巻，「鉄
勒」「突厥」条（422，424–425頁），戈登『突厥族群史尋論』115–117頁を参照されたい。
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い，狼の生むところなり。阿謗歩ら性並びに愚癡にして，国遂に滅ぼさる。泥尼師都既にして

別に異気を感じ，よく風雨を徴占す。二妻を娶り，これを夏神，冬神の女という。一は孕みて

四男を生み，その一は白鴻に変じ，その一は阿輔水，剣水の間に国つくり，号して堯骨とな

し，その一は処折水に国つくり，その一は跋斯処折施山に居り，すなわちその大兒なり。山上

はよって阿謗歩の種類有り，並びに寒露多く，大兒ために火を出してこれを温養し，みな全済

を得。遂に共に大兒を奉じて主となし，号して突厥となし，すなわち納都六設なり。」都六は

すなわち阿史那（可汗の始祖）の父である。いわゆる兄弟七十人が拝火教の聖七位一体

（heptad）40）を暗示するのかどうか，夏神，冬神があるいは光明と暗黒の二神を反映している

のか 41）は分からない。いずれにせよ，一族は火によって生存することができ，大兒は火を燃や

すことによって首領に奉じられ，その結果突厥が興ったという，これらの状況は見逃せな

い 42）。メアリー= ボイスは次のように主張している。「最も重要な火がなぜ闘戦神に奉献される

のかは考察に値する問題であるが，しかし，後世のパフレヴィー文書は，すべての火はみな神

霊であり 43），戦う闘士──暗黒と寒冷に抵抗するという物質面だけではなく，邪悪と愚昧に反

対するという精神面においても──と見なされることを，明らかにしている。従って，そのな

かで最も偉大なものを戦勝（Victory）に捧げる──勇気と希望の精神を結集する──ことは，

むしろきわめて自然なことと見られる。」44）

　我々はこの同じ伝説の中に，「狼の生むところなり」という言い方が出現していることも見

た。先人はいわゆる狼が生むというのは，突厥が狼をトーテムとしたことを反映していると考

えた。私は，たとえ古突厥人が本来の生態として狼に対する畏敬と崇拝の観念を持っていたと

しても，それはすでに後から入ってきた拝火教によって発展利用され，部族勃興の精神的力に

なってもいたと考える。なぜならば，古代突厥人が狼生に起源するという伝説は拝火教の天狼

星神 Tishtrya の崇拝を反映している可能性もあるからである。拝火教の神話では，天狼星は

雲が起こり雨が降るのを確保し，それによって生命が生まれ育つのを司る神格であり，その雨

水の調整が天狼星神に対する祭祀活動の場である 45）。雨乞いの習俗は古代突厥人の一つの特徴

とされ，その他の民族の知るところともなっており，９世紀20年代のアラブ人タミーム = イ

ブン = バフルの旅行記，11世紀初めのガルディーズィーがペルシア語を用いて書いた『歴史

の飾り』はみな突厥人のこの習俗を記載しており，後者ではさらにその来源を突厥最初の首領

40）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』21–22頁。
41）Ｓ・Ａ・トカレフ著，魏慶徴訳『世界民族歴史上的宗教』（中国社会科学出版社，1988年）372–374

頁参照。
42）拙著『唐，吐蕃，大食政治関係史』228頁。
43）spenta cretion，ここでは拝火教の聖七位一体（heptad）及びこれに関連した清浄物，火，地，天，

水などを指す。メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』21–27頁参照。
44）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』65頁。
45）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』７，62頁参照。
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が得た神諭であると述べている 46）。

　興味深いのは，牝狼が子育てをする形象は近年モンゴル高原から発見されたブグト碑にもま

た見られることである。この碑は突厥汗国早期に属し，ソグド文字で刻まれ，学界に突厥人と

ソグド人が早くから密接な文化関係をもっていた有力な証拠と見られている。この碑の行文に

ははっきり拝火教の痕跡を露わにした箇所が多くある。例えば，〈B–1: 1–3〉47）に「突厥阿史那

部落の国王は（この）『法の石』を建立した（stone of law）」とあり，いわゆる法あるいは教

法は拝火教の asha すなわち正道であり，霊光神が首領によってその態度の真偽を決定取捨す

ることに違いない。これによって「法の石」は正道碑と解釈すべきである。〈B–1: 3–4〉に「天

神に似た木杆可汗と天神に似た莫何他鉢可汗」とあり，自国の古い国王に対するこの種の尊称

は「王者の霊光」観念の反映である可能性が高い 48）。〈B–1: 3–4〉に「彼は天神の身辺に還った」

とあり，これは実際拝火教の死亡に対する標準的表現である。なぜなら，まさに拝火教が初め

て最後の審判の教義を創立したからである。個人の死亡と審判は決して絶対的意味を持ってい

るわけではなく，正直な霊魂は天神の身辺などに還って最後の審判の来臨を待ち，しかる後に

改めて身体と結合して（遺骨を納めるかめが作られるのはまさにこのためである）復活し，神

の無限の光に満ちた現実の（upon earth）国に無限極楽の寿命を与えられるのであって，ど

こかはるか彼方の幻のような天堂に在るのではない 49）。

　ここで特にブグト碑〈B–3: 1–2〉に繰り返し述べられている「彼は神の福佑を祈りて善の財

と宗教儀式を積む」という句について少し議論する必要がある。実際上，「祈福」（bless）は

拝火教において特殊な信条（creed）の意義をもっている。なぜならば，ゾロアスターの教誨

に照らしあわせると，至上の主だけが善恵福佑の創造者であるからである 50）。ソグド語のβγ

y「神」この言葉はまさに古代ペルシア語の Baga に由来し，そのもとの意味は善恵，福佑で

あり，それゆえ，祈福は善神（アフラ = マズダ）に向かって祈祷することである 51）。漢文史料

の関連記事もこの重要な教義の特徴を示している。『旧唐書』張仁願伝に「朔方郡の北，突厥

と河を以て界となし，河の北岸に拂雲神祠有り，突厥まさに入寇せんとするに，必ず先に祠に

詣でて祭酹して福を求め，因りて牧馬料兵しかる後に河を渡る。」とあり，『安禄山事迹』巻上

に「商至るごとに，則ち禄山胡服して重床に座し，焼香して珍宝を列べ，百胡をして左右に侍

46）ミノルスキー著，王小甫訳「塔米姆・伊本・巴赫爾回鶻遊記」（『中亜研究資料』1983年第３期）63

頁），Ｖ・Ｖ・バルトリド著，王小甫訳「加爾迪斉著『装飾的記述』摘要」（『西北史地』1983年第４期）
106頁参照。

47）本文に引くブグト碑はみな森安孝夫とオチル（A.Ochir）の共同主編『モンゴル国現存遺跡，碑文調
査報告』123–124頁による。

48）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』58–59頁参照。
49）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』27–29頁参照。
50）メアリー= ボイス「アフラ = マズダ」（『イラン学百科全書』第１巻）685–686頁参照。
51）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』11，56頁参照。
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せしめ，群胡をして下に羅拝せしめ，福を天に邀む。」とあり，邀福とはすなわち求福，祈福

のことで，つまり，決して呪いや巫術の事柄はない。また，『朝野僉載』巻三に「河南府立徳

坊及び南市西坊みな胡祆神廟有り，毎歳商胡祈福し，猪羊を烹，琵琶鼓笛もて，酣歌酔舞

す。」52）と記されているのもまた一つの証明である。

　筆者はかつて文献史料中の突厥が拝火教を信奉した事に関わる痕跡を調査分析した専論を著

したので，興味のある者は参照されたい 53）。

３　闕特勤について

　我々が議論した鳥身祭司墓石の主人である闕特勤は，復興突厥汗国（682–745）の可汗骨咄

禄（?–691）の子である。史料には，骨咄禄が死んだ時，諸子はまだ幼く，その弟の黙啜が跡

を継いで立ったと記載されている。開元四年（716）に黙啜が戦死し，「骨咄禄の子闕特勤，旧

部を鳩合し，黙啜の子小可汗及び諸弟ならびに親信を殺すことほぼ尽き，その兄左賢王黙棘連

を立て，これを毗伽可汗となす。」毗伽は「性仁勇にして，自ら国を得るはこれ闕特勤の功な

るを以て，固くこれに譲るも，闕特勤受けず，遂に以て左賢王となし兵馬を専掌せしむ。」54）毗

伽可汗，闕特勤，暾欲谷は当時の東突厥汗国の三頭立ての馬車を構成しており，三人はみな墓

碑を残している。その墓地（遺骨を納める石室）から出土した鳥身祭司の葬具によって，闕特

勤が政教の大首領でもあったにちがいなく，私は彼が当時東突厥汗国の拝火教大祭司（dastur）

であった可能性が高いと考える 55）。

　伝統的な見方では，拝火教は教典を翻訳せず，従ってイラン語族以外に流行したことはきわ

めて少なかったと考えられてきた 56）。現在は，突厥人はソグド人と少なくとも上層部において

は種族文化の融合を成し57），早期の突厥碑銘はみなソグド語を使用し58），後にできた突厥文字も

ソグド文字を利用して造ったからには，拝火教が突厥人の間に伝播しその運営にさえ当たるこ

52）中華書局，1997年，64頁。『新唐書』姚崇伝，皇甫湜伝はいずれも東都洛陽に福先寺があることに言
及しており，それは『旧唐書』五行志中の竜門奉先寺に似ている。史書には盛唐時代には多様な宗教が
流行していたことを記しており，仏教は決して祖先を祭らないので，福先という寺名は充分疑うべきで
ある。

53）前述拙文「“弓月” 名義考」と「弓月部落考」（拙著『唐，吐蕃，大食政治関係史』付録に所収）224–
256頁。

54）『旧唐書』巻194上，突厥伝上，5173頁。
55）モンゴル国立歴史博物館館長オチルによると，類似の図案をもつ文物はモンゴルになお二カ所にある

というが，詳細な状況は分からない。いずれにせよ，闕特勤と同時期に同様の地位をもつ第二の人物は
存在しない。

56）拙著『唐，吐蕃，大食政治関係史』233頁参照。
57）先に引いたエティエンヌ『ソグド商人史』第７章「突厥―ソグド文化環境」199頁以下参照。
58）本文前節に引いたモンゴル高原で発見されたブグト碑，さらに前世紀の50年代に新疆昭蘇種羊場調

査で発見された「小洪那海石人」などがその例である。栄新江等主編『粟特人在中国―歴史，考古，語
言的新探索』259頁以下参照。
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とは可能であると見られるようになった。実際，『安禄山事迹』は，その「母は阿史徳氏にし

て，突厥の巫たりて，子なく，軋犖山に祈り，神応して生まる。」と述べ，安禄山自身も「我

が父は胡，母は突厥の女なり。」認めている 59）。突厥の巫で，イランの神に祈るのは，明らかに

拝火教の祭司として疑いない。我々は古突厥語の三大碑（すなわち闕特勤，毗伽可汗と暾欲谷

の碑）にも拝火教信仰の痕跡を探し出すことができる。

　三大碑に言及される崇拝対象は主に上天，Umay と神聖な水土の神霊から于都斤山に及ぶ。

私はこの Umay と水土の神霊は並列関係と理解すべきではなく，修飾関係，すなわち神聖な

水と土の神霊 Umay と理解すべきと考える 60）。まさに二者の指すところが同一であるから，闕

特勤碑東面第10–11行に「上は突厥の上天に面し，（下は）突厥の神聖な水土（の神霊に面す）」

とあり，第31行に「像に Umay 女神と同様な我が母可敦の福を頼む」61）とあるように，異なる

場面で分けて単独で使用することもできた。それではこの Umay 女神は結局どこで神聖なの

か？私は拝火教の土地と豊産の女神 Ārmaiti（=Spenta Ārmaiti，意味は神聖な Ārmaiti）であ

ると考える。彼女は西アジア中東から来たナナイ（Nanai）女神にも比定される62）。さらに重

要なことは，後者は少なくともパルティア王朝時代にすでに拝火教のアナーヒター（Anahita）

に吸収消化されていることである。アナーヒターは母性の女神，河水の女神さらには豊産崇拝

などの性質を兼ね備えた神格であり，そのために水神 Varuna の位置に取って代わり，アフラ
= マズダ，ミトラと「三連神」を構成するようになった 63）。『北史』突厥伝には突厥の習俗を記

載して，「また五月中旬を以て，他人水に集りて 64）天神を拝祭す。於都斤の西五百里に高山の

迴出する有り，上に草樹無く，謂いて勃登凝梨となし，夏言の地神なり。」とある。この両所

は古代突厥人が水土神 Umay/Ārmaiti/Anahita を祭る場所であったに違いない。

　三大碑に多く出現する「飛び去った」（闕特勤碑東面第16行），「天堂にいる」（闕特勤碑東

南面），「天に昇る」（闕特勤碑西南面），「天の霊にいる」（毗伽可汗碑東面第35行）という言

い方は，我々の前節でのブグト碑に対する分析のように，これが表しているのは拝火教の死亡

についての観念である。これによって，その中のいわゆる「上天」（Tengri）は拝火教の主神

アフラ = マズダを指すと考えられる。突厥人は日を敬い東を尊ぶ習俗があり，先学の韓儒林

先生はかつてこう指摘した。「碑文中方向に言及するたびに必ず東方を先に言うのは，理由が

ある。『北史』突厥伝に ʻ牙帳東に開くは，蓋し日の出づるところを敬うなりʼ とある。突厥

59）先に引いた『安禄山事迹』１，14頁。
60）特勤『鄂爾渾突厥語語法』252，288頁参照。
61）耿世民の訳文（林干『突厥史』付録，内蒙古人民出版社，1988年）257，260頁参照。
62）張広達「唐代祆教図像再考」（栄新江主編『唐研究』第３巻，北京大学出版社，1997年）10–11頁参

照。
63）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』61–62，90頁参照。
64）現在の学者は他民水とすべきと校訂している。すなわち漠北オルホン川支流の Tamir 河であり，唐

人は太宗の諱を避けて民を改めて人とした。
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は東方を以て上とし，『闕特勤碑』の突厥語の主文は東面に刻み，漢文は西面にある。」65）　私

の研究によれば，これは実際には拝火教のミトラ（Mithra 太陽神）に対する礼拝奉事に属す

ることである 66）。さらに私は，古突厥語の ötükän 於都斤のもとの意味は「火の主」と考えた

が 67），現在これはまさに拝火教の最高級聖火 Ādūr-ī Warahrān あるいは Ātaš Bahrām「戦勝の

火」すなわち闘戦神の火（Vərəθra γ an-ātar）を指すと見ている68）。これによって，拝火教

の主要な礼俗の伝統―「三連神」と闘戦神に対する供奉は，依然として闕特勤時代の突厥人に

堅持されていたと見られる。

　鳥身祭司をもつ墓石を除いた他に，闕特勤の死後「よって廟像を立て，四垣に戦陣の状を

図」したが，情況を見ると国内で発見された虞弘，安伽，史君など移民の首領の拝火教葬具と

みな装飾図案の差は多くない。これも一つの方面から『隋書』康国伝に「婚姻喪制は，突厥と

同じ」とあるような，文献史料の記載を裏付けている。康国は則ち中央アジアソグド地方の

Samarkand であり，安（Bukhara），史（Kāshāna/Kashsh あるいは Kishsh）などとともに

みないわゆる昭武九姓に属する。文献中に闕特勤の祠廟が「石を刻して像となし，四壁はその

戦陣の状を画く。」とあっても，その宗教的背景を考慮すれば，私はやはりこれらの装飾図案

の内容を正確に理解する必要があり，拝火教の図像芸術中のパルティアの伝統は無視できない

と考える。先に述べたように，この伝統はササン朝に継承され，王者顕貴戦陣の状を描くのに

熱心な特色を形成した 69）。拝火教の祭壇上に供奉されるのは聖火であり，祠廟の装飾図案は雰

囲気を盛り上げ，教義を宣伝する作用があり，９，10世紀の敦煌の祆祠あるいは火祆廟が挙

行した祆教の祭祀活動のように，かえって政府当局の支持を得さえした 70）。だから史料は闕特

勤の廟像が建立され，毗伽可汗「黙棘連はこれを視れば，必ず悲梗す。」71）と述べている。

　毗伽可汗は「自ら国を得るはこれ闕特勤の功なるを以て」，そのために闕特勤に対して特別

な感情を持つのは理解できる。闕特勤碑東面に「あなたが天堂にあって，この世にあるかのよ

うに願う」というのは，すなわち正真正銘の「王者の霊光」観念の表明である。年若い闕特勤

が旧部を糾合し，兵を起こして政敵を消滅させ，長兄を擁立して可汗にすることができたの

は，おそらく決してただ「堯武にして戦いを善くす」るからだけではなく，その宗教地位と影

響を頼みとした可能性が高いと，現在は見られている。出土した闕特勤の頭像（その祠廟に

立っていた像ではないかと疑われる）は完全な鳥の冠を戴いており，これはあるいはその特勤

65）韓儒林「読闕特勤碑札記」（『突厥与回紇歴史論文選集』上冊，中華書局，1987年）518頁。
66）拙著『唐，吐蕃，大食政治関係史』231頁参照。
67）拙著『唐，吐蕃，大食政治関係史』229–231頁参照。
68）ニョリ「闘戦神１，古代と中古イラン文献」（『イラン学百科全書』第３巻）513頁右欄，メアリー=

ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』64–65頁参照。
69）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』107–108頁参照。
70）栄新江「粟特祆教美術東伝過程中的転化」（先引『中古中国与外来文明』）307頁以下参照。
71）『新唐書』巻215下，突厥伝下，6054頁。
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の身分が一種の武官であることを顕示しているのかもしれない。しかし，中国の伝統的鳥冠は

本来二つの尾につくり，唐代の鳥の全形を飾るのは，まさにササン朝の影響を受けており，い

わゆるこの鳥は，まさに拝火教の闘戦神の化身 Vareghuna 鳥の原型である。これによって，

闕特勤の頭が鳥の冠を戴いているのは，その宗教身分と地位によるものである可能性が高く，

これとその墓石を鳥身祭司で飾ることは一致する 72）。

　しかし，闕特勤の死後わずかに１年で，毗伽可汗はその大臣梅録啜に毒殺されてしまった。

東突厥汗国の最後の十余年は絶え間のない動乱の中にあり，遂に745年に異教徒の鉄勒諸族が

建てた回紇汗国に取って代わられた。現在残る材料から見ると，東突厥の末期に内乱に陥った

のは宗教的要因が作用していた可能性を排除できない。例えば，研究によれば，ソグド移民集

落の政教の首領（薩保）はみな世襲的であり 73），インドのパールシー人の大祭司の職務もその

一族によって保持されていた74）。一般に，突厥可汗阿史那氏と通婚する氏族は阿史徳氏であ

り 75），暾欲谷は娘の婆匐を毗伽可汗に嫁がせたと考えられており，それ故にその考証で骨咄禄

が復興した時の謀臣阿史徳元珍とする学者がある 76）のも理由がないわけではない。さらに重要

なことは，『安禄山事迹』にその「母は阿史徳氏，突厥の巫」すなわち拝火教祭司であると

言っていることであり，このことは突厥可汗と通婚した暾欲谷は本来祭司の一族であったこと

も物語っている。それなら，闕特勤が政教の大首領となったのは，あるいは一つの特例，すな

わち政変が発生した結果あろうか 77）？

　最後に，ここに突厥汗国前期の頡利可汗（?–634）が敗亡した教訓を提出することは意義の

あることだろう。史料の記載によれば，「頡利毎に諸胡に委任し，族類に疎遠たりて，胡人は

貪冒にして，故を以て法令ますます章かに兵革歳に動き，国人これを患い，諸部携貳す。頻年

大雪にして，六畜多く死し，国中大いに餒う。頡利，用度給せず，また諸部を重斂し，これに

由って下命に堪えず，内外多くこれに叛す」78）とある。周知の通り，唐人の言う諸胡，雑種胡

は，中央アジアのイラン宗教を信仰する九姓胡すなわちソグド人である 79）。これによって拝火

教のササン朝ペルシア後期の情況を思い起こさせる。「人々の信仰によって，王権が支持した

72）このため，国内で出土したいくつかの頭に完全な鳥の冠を載せた胡人の俑は，彼が武官であることを
顕示するだけではなく，彼が移民部落の政教の首領であることを表明してもいると見ることができる。
つまり，出土した墓葬情況と結びつけて真剣に深く研究する価値がある。

73）栄新江『北朝隋唐胡人聚落的宗教信仰与祆祠的社会効能』402頁参照。
74）エックハルト = クルック『インドのパールシー人』60頁参照。
75）張広達「突厥」（『中国大百科全書』民族巻，中国大百科全書出版社，1986年）425頁左欄参照。
76）張広達『唐代六胡州等地的昭武九姓』266頁参照。
77）『新唐書』巻215下，突厥伝下に「初め，黙啜死し，闕特勤尽くその用事の臣を殺さんとするも，た

だ暾欲谷は女婆匐の黙棘連の可敦なるを以て，独り免れ，その部に廃帰す。」とある（6051頁）。
78）『通典』巻197，辺防典，突厥上条（中華書局点校本，1988年）5411頁。
79）陳寅恪「以杜詩証唐史所謂雑種胡之意義」（『金明館叢稿二編』，上海古籍出版社，1982年）52–53頁

参照。
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拝火教会は彼らの生活のほとんどの所有方面を支配するようになった。神職の人員は既に法律

を解釈しまた法律を執行し，これは彼らに巨大な権勢を与えた。」「疑いなく，ササン朝の末期

にいたって，この一つの古く老いた国家宗教は，その多くの盛大な祭壇，その煩雑な儀式礼

節，その寄付や供養から犠牲と祭司の品に至る要求によって，既に各種のやり方で財富と土地

の巨大な損耗を形成していた。」80）

　異教の回紇汗国が継いで草原に興り，まもなく拝火教の異端であるマニ教に改宗したが，こ

の情況はこの前の突厥汗国における拝火教の命運を理解する上でも助けになる。陳寅恪先生は

かつてこうおっしゃっていた。「北突厥あるいは東突厥の敗亡は，唐と敵対したこと以外に，

その主因の一つは領内の天災と政治の乱れであり，二つ目はその他の隣接部族回紇と薛延陀が

両端に興起したことである」81）この言葉を信ずべきだろう。

80）メアリー= ボイス『拝火教徒，その宗教信仰と習俗』140–141頁参照。メアリー= ボイスはその中で
さらに一つの例を挙げている。ユダヤ教の教典の記載によれば，当時一人のラビ（rabbi ユダヤ教士）
が，自分のもつ森林を一座の拝火廟に売却したために，同教徒の指弾を受けた，とある。

81）『唐代政治史術論稿』下篇「外族盛衰之連環性及外患与内政之関係」（上海古籍出版社，1982年）131

頁参照。
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城下町から近代都市へ
──日本における近代都市形成の特徴　名古屋を事例として──

小　林　賢　治

１　問題意識

　近年，日本における都市史研究は急速に進んでいる。それは，東京・横浜，大阪・京都・神

戸という大都市史（戦前，名古屋を含めこれらの大都市を六大都市とよぶ）の研究に加え

て 1），金沢・水戸・和歌山など江戸時代に大きな藩の城下町であった都市史の研究が進んでき

たことによる 2）。こうした城下町から近代都市へ変わった都市史研究によれば，身分的に旧武

士である士族層の政治的な位置が高いことが指摘されている。例えば水戸の場合，市会（都市

の議会）の議員構成において，士族層（旧武士）を商人層が超えるのは，1900年代（明治33

年以降）になってからである。また，金沢などでは，初期の工業化が江戸時代からの有力商人

ではなく，士族を中心に進められたことが指摘されている。

　従来の大都市史研究に加えて，日本における近代都市形成の大半を占めた城下町から近代都

市への研究をさらに一般化するために，本稿では，城下町から唯一，六大都市となった名古屋

をとりあげ，そこに見る近代都市への特徴を確認することにしたい。あらかじめ結論を述べて

おけば，名古屋の事例は，城下町から近代都市となった都市の場合の共通項とともに，名古屋

だけが大都市となった事情，他の城下町との相違点を見ることになるが，それは，第一に愛知

県官吏と尾張徳川家と徳川家とゆかりのある有力商人との共同事業で進められたことにある。

２　六大都市の形成

　ここで六大都市の特徴を整理しておこう。六大都市とは人口の多い都市である。1908年（明

治41年）の段階で，これらの都市は人口30万人以上であり，他には人口20万人台の都市も存

在しない。政治的には，1900年（明治33年）に国会議員選挙（衆議院議員選挙）の選挙区が

市部（都市部）と郡部の二部制となるが，これらの六大都市のみが単独で市部選挙区を構成

１）『日本近代法制史研究の現状と課題』（2005年，弘文堂）の第12章都市法史（原田敬一著）に挙げら
れた研究を参照。

２）大石嘉一郎・金澤史男編『近代日本都市史研究──地方都市からの再構築』（2003年，日本経済評論
社），高島雅明著『企業勃興と地域経済──和歌山県域の検証』（2004年，清文堂），橋本哲哉編『近代
日本の地方都市──金沢／城下町から近代都市へ』（2006年，日本経済評論社）など。
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し，他の都市は，その都市だけでは市部選挙区を構成できず，周辺の農村部を加えて市部選挙

区を構成している。このことにより，六大都市の衆議院議員選挙はその都市の政治状況を直接

反映するのに対し，他の都市の選挙は農村部の政治状況も関係することになる。また，経済的

には，1937年（昭和12年）の各都市の工業生産額を見ると，東京・大阪がそれぞれ14億円，

名古屋・神戸・横浜・京都が4.6億円から2.6億円の間とあり，次には新興の工業都市である

川崎・八幡がそれぞれ2.4億円と1.6億円である。その下に和歌山の1.1億円が続くが，金沢や

水戸は0.5億円以下に過ぎない。

　このように六大都市は政治的・経済的に特別な位地をもっていたが，六大都市それぞれの形

成の経過は，次のとおりである。

　横浜と神戸は，幕末開港に伴って形成された貿易・港湾都市で，しだいに工業都市となって

いったが，それ以前は純然たる農村であった。また，東京・大阪・京都は江戸時代に「三都」

と呼ばれた幕府直轄の都市であった。

　そのうち，京都は天皇・貴族たちが住み，有力寺院の所在地でもあり，それらと関係する工

芸・金融が発達していた。幕末には，幕府の将軍も滞留し，多くの武士が居住していたが，明

治維新後，東京に天皇や貴族が遷って人口減を招き一時衰退した。しかし，琵琶湖疎水（近接

する琵琶湖からの水路の開鑿による水と発電の確保）事業によって工業都市となっていった。

　大阪は水運に恵まれた物資の集散地であるとともに，都市周辺に産地をもつ流通都市として

発達した。とくに，全国の藩は地元の物資を販売するための施設（蔵屋敷）と武士を置いてい

た。明治維新以降，藩の蔵屋敷が廃止されたが，有力商人を中心とした全国流通網の拠点であ

ることに変化はなく，紡績業の発展などを契機に重化学工業もしだいに発展していった。

　東京の前身である江戸は最大の城下町であり，明治維新後，天皇の住む「帝都」となり，政

治的にも経済的にも重要な都市であったことはいうまでもない。そこに住む住民について見る

と，明治維新に際し，徳川宗家の静岡移転に伴い，その家臣団の三分の一は静岡に移住し，他

の三分の一は地方（かつての領地など）に移り，残り三分の一が政府に仕える事になった。ま

た，江戸に所在した膨大な大名の屋敷のほとんどは廃され，それぞれ指定された一箇所に限定

された（維新後も大名は華族として東京に住んだ）。これにより，大名の家臣（武士）の大半

も地元に戻った。したがって，江戸は最大の城下町であったが，明治維新以降も，江戸時代か

らの武士（士族）の大半が居住した都市ではなく，旧武家地の町地化や士族授産事業（職を

失った武士を救済し産業を興す）の課題はそれほど困難ではなかったのである。

　しかし，他の城下町の場合は，おおよそ面積の60％以上が武家地で，人口の40％程度が武

士層であり，この二つの課題をどのように行うかが，近代都市への最初の重大な課題であっ

た。これについては，金沢・水戸・和歌山などの都市史研究も十分に分析はされていない。

　これらの都市の特徴は次のようである。

　金沢：前田氏の城下町　城下町はかつての宗教都市（金沢御坊）に形成されたため，街区は
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狭隘かつ屈曲している。

　水戸：徳川家の御三家，水戸徳川家の城下町　戦国時代に築かれた城下に形成され，街区は

狭隘。

　和歌山：徳川家の御三家，紀州徳川家の城下町　豊臣秀吉が築いた城下に形成され，街区は

若干狭隘。

　名古屋：徳川家の御三家，尾張徳川家の城下町　徳川が覇権を握った後に新たに築かれた城

下町。街区は狭隘でなく平坦で，かつ城郭南に展開する町人地は「碁盤割」とよばれる方

条の街路で区画されていた。

３　旧武家地の町地化

　江戸時代，城下町では商人・職人，武士らが身分別に居住する街区は異なっていた。そのう

ち「町」とされたものは，居住する商人や職人が業種ごとに集住し，かつ宅地や屋敷を所有す

る商人や職人（彼らを町人とよぶ）による自治的な運営が行われた街区（町地）であり，武士

の住む街区（武家地）には自治はなく，「町」は存在しなかった。仮に武家地で町とよばれて

いても，それは街路の名称を意味したに過ぎない。しかし，明治維新後の1871年（明治４年）

に戸籍法が制定され，平民（町人）も士族（旧武士）もその居住する街区において戸籍を作成

し，「戸番」が付された住居で各人が登録される制度が実施されると，戸籍を編製する戸籍区

が設けられ，それに伴って，旧武家地にも町が設定されるようになった。名古屋の場合，この

時点で町が設定されたのは，旧武家地でも上級武士の居住地など一部に限られ，それ以外の中

下級武士の居住地では，江戸時代に職務・兵務別に形成された同心（下級武士）の組によって

構成された「～長屋」を，「～小路」と改称したに過ぎなかった。これらの街区に町が設定さ

れるのは，1876年から実施された地租改正（近代的な土地制度改革）により，街区の整理（境

界画定）がなされたときであった。これにより，旧武家地はかつての町人居住区の町と形態上

同一となり，町の行政を担当する吏員も同様に置かれる事になった。このような身分の別によ

る地域行政の差異とその解消は，大阪・京都では見られないことであり，城下町特有の課題で

あった。

４　士族授産事業・勧業事業

　明治維新後，政府は士族（旧武士）に対し秩禄とよばれる給料を支給していた。これは，江

戸時代に武士が支給を受けていたものに比べれば額は減少しているが，ともかく士族はこれに

より生計を維持していた。しかし，1876年（明治９年）に政府は財政難を理由に秩禄を廃止

し，代わりに大幅に額を減少させた金禄公債証書（国債の一種）を交付した。これを機に，全

国的にも，地方においても士族に職を与える士族授産事業・勧業事業が本格的に行われること

になる。名古屋を管轄する愛知県では，地租改正事業の目途が立った翌1877年（明治10年）
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頃から本格化する 3）。

　その特徴は，次のようである。

　①行われた事業分野は多方面に及んだ。養蚕・製糸業，紡績業，織物業といった分野は，農

村の貧しい農家の女性が担ったというイメージがあるが，実際には，士族の女性が多数働

いていた。1871年（明治４年）に政府が群馬県富岡に設けた製糸場では多数の士族の娘

が働いていた。

 江戸時代から名古屋周辺の農村部では織物業がさかんであったが，愛知県は名古屋に士族

の女性を対象とする織物伝習のための模範作業所を設けたり，徳川家とゆかりのある有力

商人によって織物工場や大規模な綿紡績工場が設けられたりした。また，他にも士族によ

る燐寸（マッチ）製造業や陶磁器業（近郊にある瀬戸で焼かれた陶磁器に上
う わ え

絵を描く）が

起業された。さらには，全国で唯一士族により電灯事業も起業された。

　②資金的には，士族授産事業のための中央や愛知県の勧業資金に加えて，尾張徳川家の資金

が投じられた。当初からもこれらの資金は投じられていたが，1881年（明治14年）から

始まる松方デフレとよばれる不況により，上述した事業が困難となると，さらに多額の資

金が投じられている。とくに，織物業の一部や紡績業の事業は，愛知県と尾張徳川家と有

力商人との共同事業となった。尾張徳川家が介在することにより，多数の資金が集められ

た。また，愛知県は士族に貸与された中央の資金を分散させずに，まとまって事業を行う

よう指示し，愛知県官吏が中心となって事業を検討し，紡績業と電灯事業とが候補となっ

たが，結局，安定性から電灯事業が選択された。他の城下町都市では，事業が分立して中

央の資金も分散してしまい，相当の資金がかかる電灯事業は実施できなかった。また，他

の六大都市では，当然電灯事業は有力商人によって実施された。この結果，名古屋の電灯

事業は全国で唯一士族によるものとなった。但し，愛知県官吏の主導となったため，常に

事業が「消極的」との批判が向けられた。

　③これらの工場が設置された地域は旧武家地であった。それは，士族授産を目的とし，また

士族による起業であったため，彼らの居住する地域に設けられたが，一方では，上級・中

級武士の屋敷など一定の規模をもつ敷地が存在したこともその理由である。これらの地区

では，かつての住民であった上級・中級武士の多くは，屋敷地を商人などへ売却し，空白

となっていたからである。結果として，平坦で広いという名古屋の城下町の特徴がそのこ

とを進めた。

　④こうした事業の一部は途中で挫折してしまうが，1890年（明治23年）頃からは愛知県や

尾張徳川家の資金によらない規模の大きい織物工場・紡績工場などが，かつての御用商人

３）名古屋での士族授産・勧業事業についての資料は，『新修名古屋市史　資料編近代Ⅰ』（2006年，名
古屋市）に収録してある。
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（尾張徳川家の注文に応じる商人）以外の商人によって設立され，経済的な発展をみる。

このうち紡績工場は広大な敷地が必要なため，名古屋に隣接し水運の便がある郊外に設立

されたが，一方では，旧武家地においても，例えば，家の中に織機を置き作業する織物業

での家内工業もさかんであり，同様に陶磁器業などでも屋内に一定の作業場を設けること

のできる士族層の家内工業として展開していった。これらにより，旧武家地は生産地と

なっていった。

５　若干の小括

　名古屋での士族授産・勧業事業の特徴は，愛知県と尾張徳川家と徳川家とゆかりのある有力

商人との共同事業で進められたことにある。この点は，士族の生産結社（グループ）により直

接起業をはかった他の都市との相違点である。やや単純化すると，東京・大阪・京都ほど商人

層の厚みをもたない都市であったが，それを有力な大名であった尾張徳川家の資金提供を梃子

として工業化を進めていく事ことができたといえよう。また，士族層による電灯事業を考えた

時，他の大都市では，商人層により事業化がなされる一方，他の旧城下町では，士族のまとま

りを欠き，資金を集中させることができなかったことを想起すると，旧城下町の中で，唯一名

古屋が大都市となった基礎の一端をそこに見ることができよう。

　1889年（明治22年）に市制が実施された最初の名古屋市会（名古屋市の議会）を構成した

議員は，自由民権運動派の士族や保守派の士族・有力商人など政治的主張は分かれていたが，

そこでほぼ満票で選出された市長候補は，北海道の地で尾張藩士族の開墾事業を支援した人物

（尾張藩の有力家臣）であった。ここに，尾張徳川家－士族（保守派・民権派）－有力商人と

いう結びつきを見ることができる。この背景には，幕末の政治史で藩の世論を当時藩主の父

（徳川慶勝）が主導し，維新直後には反対派（親幕府派）を徹底的に弾圧したことがある 4）。水

戸藩などでは，藩の世論が分かれ，派閥抗争が継続したが，こうした藩では，士族授産事業を

まとまって行うことは困難であった。

　また，名古屋の城下町の地形的な特徴も工業化を進めた要因であった。名古屋は江戸時代の

江戸と京都を結ぶ主要街道東海道に接していたこともあり，鉄道敷設も金沢などに比べてかな

り早かったが，それとともに城下町が広く平坦であったことも，工場の立地を容易にしたので

ある。金沢や水戸では城下町内での大規模な工場は地形的にも困難であった。

　以上の条件は，偶々名古屋がもっていたものではあるが，これらは近代都市の形成の要因の

いくつかを示しているであろう。

４）水谷盛光『尾張徳川家明治維新内紛秘史考説──青松葉事件資料集成』（1970年，私家版），同『実
説・名古屋城青松葉事件──尾張徳川家お家騒動』（1981年，名古屋城振興協会）を参照。
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朱子学と近世中日韓三国の政治文化

宋　　　成　有
（哈斯額尓敦 訳）

　近世中日韓三カ国の政治文化におけるある特徴的な現象は，宋の儒理学あるいは朱子学・性

理学がこの三つの国の統治者の官学となり，また三カ国の政治文化の核心を構成したという，

注目に値する歴史現象である。

１　朱熹と朱子学

　朱子学の創立者である朱熹（1130‒1200）は，字は元晦，仲晦，号は晦翁，遁翁，別称とし

て紫陽，徽州婺源の人である。その父朱松は進士に及第し，官職は校書郎，史館校勘，吏部朗

に至り，その後秦檜の講和交渉に反対したため，排斥される。朱熹は幼い頃から父の教えを受

け，『孝経』を学び，その後父の命令に従い，劉勉之，胡憲，劉子翚等儒学の名家の教えを受け，

儒学の真意を理解した。成長するに連れ，学業が深まり，南宋の一代の儒教の大学者になる。

　宋高宗の紹興18年（1148）に朱熹は進士に合格し，福建泉州の主簿の官職に任命される。

公務の後に「県城の優秀な子たちを弟子として召集し，聖賢の己を修め，世を治める教義を講

じ，婦女が僧道者になることを禁じた」1）。紹興28年（1158）朱熹は潭州南岳廟の監を務める。

隆興元年（1163）孝宗が即位し，国策に対して直言することを求め，朱熹は多数上奏し，早く

から「攻防の策」を定めることを強く主張し，金朝との「講和交渉」に反対した。孝宗に「格

物致知」から始まる「帝王学」を身につけるよう勧め，「義理を存在させ」，「意誠心正であれ

ば天下の務に応えることができる」と主張した。「金人と我々はともに天を戴かない仇である」

と強調し，「義理の公正さによって行い」，「関所を閉じ，外交関係を絶つ」「数年後，国が富み

兵が強くなってから」「ゆっくり興起することを図る」2）ことを力説した。朱熹の対金主戦論が

講和派の宰相湯思退，洪適らの不満を招き，彼の官吏の道にかなりの屈折をもたらした。淳煕

年間（1174‒1189），朱熹は度々地方官に飛ばされ，台州崇道観の主管，知南康軍，武夷山衝佑

観等閑職に任命された。また秘閣修撰 , 南京鸿慶宮主管に任ぜられた。進言するたびに時弊を

強く訴えた。淳煕16年（1189）光宗即位し，朱熹は漳州の知事になり，「名目のない税七百万

１）『宋史・道学三・朱熹』
２）『宋史・道学三・朱熹』
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銭を廃止し，合わせて四百万銭節約することを上奏した」3）。役人を粛正し，礼をもって民を教

化し，『四書五経』を刷り，尊孔（子）読経を唱道した。然し，朱熹は土地を精査することを

強く主張したために当地域の強豪らの攻撃を招き，退任させられた。紹煕４年（1193）潭州府

の知事になり，士や民に深く推戴され，朝廷の命令に応じ，煥章閣待制兼侍講に昇任した。

　朱熹は長年に亘り政治に携わり，金に抗することを極力主張し続け，経学を発揚し時弊を痛

烈に指摘したため，しばしば権臣韓侂冑らの恨みを買い，宋慶元２年（1196）には監察御使沈

継祖に誣告され，朱熹は十の罪に問われ，職を免ぜられた。彼の理学の諸学友，諸生徒は「偽

党」「逆党」「偽徒」という非難を受け，学説も「偽学」とそしられ，禁止されたばかりではな

く，「熹を斬るよう上書し乞う」4）ものすらいた。歳をとり病に苦しんだ朱熹は遺言を書き，息

子朱在及び弟子を学習に励むよう励まし，且つ遺言書を修正した。慶元６年（1200）に朱熹は

病死し，享年71歳であった。韓侂冑の死後，寧宗が詔書を下し，朱熹の罪名を晴らし，中大

夫・宝謨閣直学士の称号と諡号文を贈った。

　朱熹は一生筆耕を止めず，著作は『易本義』『啓蒙』『詩集傅』『大学中庸章句』『孟子集注』

『太極図』等30余り，編集作品は『夢論集議』『孟子指要』『中庸集略』『宋名臣言行録』『近思

録』『河南程氏遺言書』『伊洛淵源録』等18種，注釈作品は『周易参同契異考』『朱文公校昌黎

先生文集』等10種類余りあり，後代の人が編成した彼の著述『朱子五経大全』『朱子語類』等

60余りを加えれば総数100冊を超え，著作豊富であるといえる。朱熹はまた教育家でもあり，

かつて寒泉精舎，武夷精舎，白鹿洞書院，竹林精舎等を創設し，長年にわたって教師を勤め，

その弟子は全国の至る所にいた。朱熹は宋儒教学者の中で最も博学な学者であり，大量の儒教

典籍を注釈したほか，歴史学，文学，禅学，校勘学，考証学，弁偽学（真偽弁別学），地質学，

天文学，地理学，書法，音律学にまで及んだ。その中，詩文集百巻余りあり，「聞くならく，

渠何ぞ清らかなること　かくのごときを得たると　源頭の活水　来なる有るがためなり」「等

閑す，東風の面むくところを識るを，万紫千紅総て是れ春」等の名句は今に至るまで人口に膾

炙しており，広く伝わってきた。

　特に理学の解釈上，博学の朱熹は大きな力で，自ら体系を成した。その理学体系は孔孟聖賢

の道を基礎にし，孔・孟後の1700年余りの両漢道教の天人感応の立場，仏教の異質文化の思

弁，魏晋玄学の幽玄と儒学漢唐訓古の精密さを採用し，宋儒の解釈学の大成果をまとめ，儒学

を新しい階段まで発展させた。先秦の儒学と比べ，朱子学はまとまっていなかった人倫道徳や

国を治める教義に理論的進化を加え，それを厳密な解釈体系として構築した。

　朱熹は程颢，程颐の「理気説」を継承し且つ発展させ，「理」と「気」という切っても切れ

ない二つの要素で宇宙万物の生成や変化を解釈し，哲学の思弁を理学の解釈に導入した。朱熹

３）『宋史・道学三・朱熹』
４）『宋史・道学三・朱熹』
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は「天地の間に，理あり気あり。理とは，形よりして上なる道であり，生物の根本である。気

とは，形よりして下なる器であり，生物の具である。こうしたわけで人物の生は，必ずこの理

を受けて，その後性が生じる。必ずこの気を受けて，形が生じる。この性この形は，一身の外

ではないが，然し，その道と器との間は，分際は甚だ明らかで，乱れることはない」5）。理と気

の関係においては，朱熹は両者がお互いに補足し，お互いに依存する，即ち「理は虚底の物事

であり，その気質がなければ，つまりこの理は在り場がなくなる」，「この世には理なしの気は

なし，また気なしの理もない」，「理があれば，つまり気がある」，「理はかつて気を離れたこと

はない」，しかし「理があれば，つまり気があり，理は基本である」6）と強調する。したがって，

二程と朱熹の学説が程朱理学と称された。今の哲学本源分類によれば，朱の立場を客観唯心主

義と見なすのが一般的である。

　朱熹は周敦颐の『太極図説』を基礎に，宇宙の構成についてさらに論証を進めた。彼は「太

極はただ天地万物の理である。天地を論ずれば，天地の中に太極があり，万物を論ずれば，万

物がそれぞれ太極を持つ。天地がまだ存在していないその先に，この理があった。動から陽が

生ずるのは理であり，静から陰が生ずるのはこの理である」7）。「天地の間，ただ動静という両

極が絶えず循環しており，それ以外の物はなく，これを易と言う。その動とその静は，必ず動

なる所以があり，それを理と言う。これが所謂太極である。聖人は，既に実を指して之を明ら

かにし，周子はまた之を図で形象した。彼の発明し，表著したものは，彼の内容を余すところ

なく表現していると言うべきである。元々極の名を得たのは，枢極の義を取っているのであ

る。聖人がそれを太極と言うのは，したがって，天地万物の根本を指しているのである。周子

がまたそれを無極と言うのは，その無声無臭の妙を表したのである。無極にして太極とは，太

極は元無極であり，無極の後に太極が生じたのではなく，太極の上に無極が先にあったという

ことである」8）。周敦颐が『周易』や道家思想の啓発を受け，「太極」によって宇宙構成の終極

要素を解釈し，太極の動と静や陰陽機能により，万物が生じると見なした。太極によって人の

世間を明らかにして，道徳の最高境界である「誠」を本源の「人極」にし，五倫五常等の倫理

綱常の根本を構成した。朱熹は周敦颐の宇宙構成論で倫理綱常の恒久性を解明する思惟方式を

継承し発展させ，太極は即ち理であることを強調した。「太極は一物ではない，陰陽でもあり，

陰陽にもある。五行でもあり，五行にもある。万物でもあり，万物にもある。ただこれは一つ

の理であるだけである。それ故にその極至を太極と呼ぶのである」。朱熹は理と気は分離でき

ないと見なし，したがって「一人一人が一つの太極を持ち，一つ一つの物が一つの太極を有す

５）『朱文公文集』巻五十八『答黄道夫書』
６）『朱子語類』巻一
７）『朱子語類』巻一
８）『朱文公文集』巻四十五『答楊子直書』
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る」9）と言う。

　朱熹は宇宙自然の理によって儒学の倫理綱常を解釈した。彼は「天にあるのはただ陰陽五行

であり，人間が得られるのはただ剛柔五常の徳である」，「天地万物から小は日常生活の面ま

で，皆太極陰陽の理である」。「仁は木，義は金，礼は火，慧は水，信は土」，「信と誠はこの四

者を実とする者で，実に是の仁有り，実に是の義有り，理智皆然如たり。五行の土有るが如き

は，土に非ざれば以て四者を戴くに足りず」と言う。朱熹は「五行五常の誠に非ざるは，非な

り」「誠は自然底実であり，信は人間底実である。故に『誠は天の道である』と云い，聖人の

信である。衆人の信であれば，ただ信をなすと言い，誠をなすといえないのである。誠は自然

不慮の意味である」10）と強調した。このように，「誠」に工夫を凝らし，格物致知，身を修め，

性を養うことを天理に従うという高い水準まで引き上げた。

　朱子学は為政者の天下を治める道を重んじた。朱熹は「明徳を明らかにする」，「民を新たに

する」や「至善に止む」等「三者」を「『大学』の綱領」11）であり，人君の国を治め，民を助け

る道であると見なした。彼は「古より明徳を天下に明にしようとする者は，先ずその国を治め

る。その国を治めようとする者は，先ずその家を整える。家を整えようとする者は，先ず身を

修める。身を修めようとする者は，先ずその心を正す。心を正そうとする者は，その意を誠に

する。その意を誠にしようとする者は，先ずその知を致す。知を致すのは，格物にある。物の

理を窮めて知に至り，知致の後意が誠になり，意が誠になった後心が正され，その後身が修ま

る。身が修まった後家が整い，家が整った後，国は治まり，国が治まった後天下が平らぐ」と

見なす 12）。したがって，朱熹は「格物」「致知」「誠意」｢正心 ｣「修身」から「斎家」「治国」

「平天下」まで八条を提起し，「天下から庶民まで皆修身を根本とする」13）と強調した。

　治国，修身等の面において自分の主張を貫徹するため，朱熹は「天理に存する」「人欲をと

どめる」の主張を提起した。彼は「天理があれば，人欲がある。思うにこの天理に依拠するた

めにはうまく安定する場所がなければならない。うまく配置しないと人欲が現れる」，「天理は

多く，人欲も天理より作り出される。人欲とはいえ，人欲の中に当然天理がある」と見なし，

「人の生は全て天理であるが，人欲は根拠のない生の底である」と強調した。彼はまた例を挙

げ「飲食は天理であるが，美味しさを要求するのは人欲である」と説明した。朱熹は「人の心

は，天理があれば人欲が滅亡し，人欲が勝れば天理が滅亡する。天理と人欲が入り混じった者

はいない。学ぶ者はこの在り方を認識すべきである」14）。「天理と人欲は同行異情である」。「天

９）『朱子語類』巻九十四
10）『朱子語類』巻六
11）『四書集注・大学章句』
12）『四書集注・大学章句』
13）『四書集注・大学章句』
14）『朱子語類』巻十三
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理」と「人欲」は「二者の間の　是非得失の帰結を言うことはできず，双方の違いは甚だしい

である。故に孟子が時の君主の問いに対して，その微妙な所をより分けたのは皆人欲をとど

め，天理に従わせようとしたのであり」15）「仁を害する者は，凶暴淫虐であり，天理を全滅させ

る，それ故それを賊と言う」16）と強調した。

　教育学において，朱熹は読書方法を主張した。順序を追って漸進し，根気良く続ける真剣な

態度をとること，即ち「学習の道は，理を窮めることであり，理を窮める要は読書にある，読

書の方は，順序を追って精に至る，精に至る根本は，即ち敬を有し，志を持つ」17）ことである。

彼は「学問は塔に登ることと同じであり，一階ずつ登っていく。次の一階は，他人に聞かなく

ても，自ら見える物である。もし，しっかり踏んで通らないと，空にぶら下がり妄想すること

になり，そうなれば，最も下層の理を身につけるだけである」18）と見なした。研究の要点は問

題の要点をつかむことであり，心中心その構造をもち，類推で理解することである。彼は「学

ぶ者は，志を立てるべきであり，今の人の悠揚迫らざる様は，学問を一つの仕事と見なしてお

らず，そこでいい加減に済ましている」と考える。研究に志を立てるには，「痛切に努力し，

飲食を忘れてはじめて得られる」「学ぶ者は我慢強く，苦労に耐えられるべきものであり」「師

友に頼らず」「待たず」19）工夫が必要な時には，必ず必要な場合に限り，その努力は当を得たも

のでなければならない。朱熹は「学ぶ者の本領は，その要点が得られないことを心配すること

である。もしこの道理を身につければ，当然一々落着し，通暁し調和でき，条理が立つ。そう

でなければ，至る所に障碍が生じる。学ぶ者が常に談じて，自分の考えに固執してその要領を

得ない場合は，それは説を述べていく基礎を知らないのである。拡充，体験，修養を説くの

は，皆基礎的な言葉を選んで，説話としているのであり，必ず力をつける実際の処方が有れば

よい。所謂本領において理解を要するということは，思うに，こうしたことに，由来してい

る」と考える。「学をなすには，糸の先を使って大きな体を立てていくようなものであり」「大

規模に知る」「水源をたどって根元の道理を見通して基礎を開き，基礎を拡大する必要がある」

「学はまずその根元を理解し，根元的に理解する必要があり，そうすればどのような局面での

『小底』も自然に見通すことができる」20）と強調した。勿論，朱熹がここで言う「道理」「本領」

「大規模」「源頭」等は皆天理人倫の道統を指しており，したがって，彼は「学ぶ者は，改めて

人欲をつくし，また天理を尽くす必要があり，それこそが学ぶということなのである」21）と強

調する。このような学習者は清心寡欲で，この世の生活に関心を持たないことを鼓吹するに近

15）『四書集注・孟子集注・梁慧王章句下』
16）『四書集注・孟子集注・梁慧王章句下』
17）『朱文公文集』巻十四
18）『朱子語類』巻十三
19）『朱子語類』巻八
20）『朱子語類』巻八
21）『朱子語類』巻十三
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い説教は，今においてそれ程積極的な意味を持たないが，学習研究の基本方法としては，価値

や意義を持っている。「学は必ず専一である」「学は前を目指し行き，成果をあげようとする心

を起こしてはならない」「工夫は急ぎ，期限を長く」「却って身近な所に手を加える」「学習は

熟練すべきである。熟練しているなら，ひとたび喚べば，たちまち目前にあり」「学は立って

根本を得て脚を広げることが良い」「学問は一事一路のみにより理解するものではない」「貫通

して通ぜざる所無し」「学は気宇を養い，弘毅を広めるべきである」等の語22）は当今の学にも

通じるのである。

　朱熹が逝去後，歴代の帝王から様々な栄誉を与えられた。南宋理宗の宝慶３年（1227）太師

号を贈られ，信国公に奉じられる。度宗の咸淳５年（1269）詔書を下し，朱熹の故郷である婺

源を闕里となし，準孔子の栄誉を与えた。元の仁宗の延佑年間（1314‒1320）に至り，科挙取

士制度を回復し，「四書集注」を命題とするよう詔を下した。至元元年（1335），元順帝により

朱熹文廟を建てるよう詔を下し，至正22年（1362），朱熹を斎国公に追封した。明初期に至り，

洪武二年に朱元璋が朱熹の『四書五義』『大学衍義』等著作を科挙命題の題目にすると定めた。

永楽７年（1409）に成祖朱棣が自ら『聖学心法』四巻を著作した。「古人が天下を治めるのに

それぞれの道がある。古人は，それを知っていたが，聖人はやはり学問を本にしたのである。

漢・唐より宋に至るまで，その間の聖賢訓（おしえ）を明らかにし，具さに経伝を著述した

が，しかし，簡帙は繁雑ですぐにその要点を理解することは易しくはなかった。帝王の学と言

うものは，ただその要点を得て，篤くそれを信じて，ひたすら実行すれば，それで政治を行う

には十分である。皇太子は天下の本であり，これから，それを学んで行く必要が有り，朕は，

帝王の学の要点を知らせたいと望み，将来の太平をこいねがうのである。秦漢以降，皇太子に

教えるのに多くは申韓の刑名の術数によったが，皆正道ではなかった。朕は，暇なときに聖賢

の言葉をかきとめて，「執中建極」（中庸をとって両極を建てる）のようなものではあるが，修

身，斉家，治国，平天下に適切なものをとり，今すでに書物となっている。諸卿は，これを

じっくりと読んで，不都合な点があったら，改めて朕の言となせ」。翰林学士胡廣等も上奏し

て言った。「帝王の道徳の要はこの本に備えられており，典謨や訓戒として適するものであり，

万世に伝えるべきである。刊行して賜ることを願う」と。皇帝はうなずいて，それで『聖学心

方』と名づけ，司礼に印刷刊行を命じた 23）。明の永楽12年（1414）朱棣が胡広らに『四書五経

大全』を刊修するよう命じた。翌年原稿を仕上げ，朱棣が自ら序文を作り，天下に頒布した。

明景泰，嘉靖両朝が毎年春秋二回にわたる祭朱儀式を行い，朱子を孔子とともに並べた。景泰

６年（1455）六月，明代宗が詔を下し，朱熹の子孫である朱梃を翰林院の世襲『五経』博士に

22）『朱子語類』巻八
23）『明太祖実録』巻八十九，永楽七年二月甲戍条


